
1 組織再編成の適格判定における支配関係

【質問】

組織再編成の適格判定における「支配関係」とは、どのような関係をいうのでしょう

か。

【回答】

ーの者が直接又は間接に法人の発行済株式等の50％超を保有する場合の一の者と法人

との関係（以下「当事者間の支配の関係」といいます。）、及び一の者との間に当事者間

の支配の関係を有する法人相互の関係をいいます。

【解説】

1 支配関係

支配関係とは、次のいずれかの関係をいいます（法法2十二の七の五、法令4の

2①)。

(1) 当事者間の支配の関係

ーの者（注）が法人の発行済株式等の総数又は総額の50％を超える数又は金額の

株式又は出資を直接又は間接に保有する関係（次ページの 2を参照してください。）

をいいます。

当事者間の
支配関係

(2) 当事者間の支配の関係がある法人相互の関係

ーの者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいいます。

法人A

―`  法人相互の関係

（注） 一の者は、株主が法人である場合には、その一の法人をいいますが、株主が個人である場
合には、その個人のみならず次に掲げる一定の特殊の関係のある個人を含みます（法令4①)。
イ その個人の親族 (6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族：民法725)
ロ その個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハその個人の使用人
ニ イからハまでに掲げる以外の者でその個人から受ける金銭その他の資産によって生計
を維持しているもの

ホ ロから二までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族



2 直接又は間接に保有する関係

ーの者が法人の発行済株式等の総数又は総額の50％を超える数又は金額の株式

又は出資を保有する場合におけるその一の者と法人との間の関係を「直接支配関係」

といいます。

また、一の者及びこれとの間に直接支配関係がある 1若しくは2以上の法人又は

ーの者との間に直接支配関係がある 1若しくは 2以上の法人が他の法人の発行済

株式等の総数又は総額の50％を超える数又は金額の株式又は出資を保有するとき

は、一の者は他の法人の発行済株式等の総数又は総額の50％を超える数又は金額の

株式又は出資を保有するものとみなされます（法令4の2①)。

具体的には、次の例 1から 4までの例で説明すると、法人Aは一の者との間に直

接支配関係があるということになり、法人B （又は法人C)は一の者との間に直接

支配関係があるものとみなされるということになります。

［例 l] ［例 2]
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【関係法令通達】

法法2十二の七の五

法令4①、 4の2①
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令和3年 7ガ 1fJ現在の法令・通達に基づいて作成してい茨尤
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2 組織再編成の適格判定における完全支配関係

【質問】

組織再編成の適格判定における「完全支配関係」とは、どのような関係をいうのでし

ょうか。

【回答】

ーの者が直接又は間接に法人の発行済株式等の全部を保有する場合の一の者と法人と

の関係（以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。）及び一の者との間に当事者間

の完全支配の関係を有する法人相互の関係をいいます。

【解説】

1 完全支配関係

完全支配関係とは、次のいずれかの関係をいいます（法法 2十二の七の六、法令

4の 2②)。

(1) 当事者間の完全支配の関係

ーの者（注1)が法人の発行済株式等（注2)の全部を直接又は間接に保有する関係（次ペ

ージの2を参照してください。）をいいます。

彗悶関くくロ

(2) 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係

ーの者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。

当事者間の
完全支配関係 I 100% 

当事者間の
100% I完全支配関係

法人B

｀ 
法人相互の関係

（注1) 一の者は、株主が法人である場合には、その一の法人をいいますが、株主が個人である
場合には、その個人のみならず次に掲げる一定の特殊の関係のある個人を含みます（法令
4①)。
イ その個人の親族 (6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族：民法725)
ロ その個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ノ、 その個人の使用人
ニ イからハまでに掲げる以外の者でその個人から受ける金銭その他の資産によって生計
を維持しているもの

ホ ロから二までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
（注2) 発行済株式（自己が有する自己の株式を除きます。）の総数のうちに次に掲げる株式の数



を合計した数の占める割合が 5％に満たない場合のその株式を除きます。
イ 従業員持株会の所有株式

その法人の使用人が組合員となっている民法第 667条（億i合契約》第1項に規定する
組合契約（その法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限ります。）
による組合（組合員となる者がその使用人に限られているものに限ります。）のその主た
る目的に従って取得されたその法人の株式

ロ 新株予約権行使による所有株式

会社法第 238条《募集事項の決定》第2項の決議（同法第 239条《募集事項の決定の
委任》第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第 240
条《公開会社における募集事項の決定の特則》第1項の規定による取締役会の決議を含
みます。）によりその法人の役員又は使用人（その役員又は使用人であった者及びその者
の相続人を含みます。以下注2において「役員等」といいます。）に付与された新株予約
権（商法の規定により付与された特定の権利、新株の引受権又は新株予約権を含みます。）
の行使によって取得されたその法人の株式（その役員等が有するものに限ります。）

2
 

直接又は間接に保有する関係

ーの者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合におけるその一の者とその

法人との間の関係を「直接完全支配関係」といいます。

また、一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある 1若しくは 2以上の法人

又は一の者との間に直接完全支配関係がある 1若しくは 2以上の法人が他の法人

の発行済株式等の全部を保有するときは、一の者は他の法人の発行済株式等の全部

を保有するものとみなされます（法令4の 2②)。

具体的には、次の例 1から 4までの例で説明すると、法人Aは一の者との間に直

接完全支配関係があるということになり、法人B （又は法人C)は一の者との間に

直接完全支配関係があるものとみなされるということになります。
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【関係法令通達】

法法2十二の七の六

法令4①、 4の2②

（注祀）

令和3年 7月1H視在の法令・通遠に基づいて作成してい妥式
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3 合併を行った場合の「適格」、「非適格」を選択することの可否について

【質問】

税務上、適格合併を行った場合には、合併により移転する資産等について帳簿価額に

より移転したものとして処理するとのことですが、適格要件を滴たす合併を行った場

合、その合併が適格か非適格かを選択することはできますか。

【回答】

選択することはできません。

【解説】

法人の行う合併が適格合併に該当するかどうかは、一定の要件に該当するかどうかで

判定するものであり、法人が選択できるものではありません。

なお、このことは、合併以外の他の組織再編成に係る適格判定についても同様です。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3②～④

（注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい茨丸
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4 組織再編成が行われた場合における資産等の移転に係る取扱い

【質問】

組織再編成において資産等の移転を行った場合、法人税法上は、その組織再編成の形

態や適格・非適格の区分によって、「合併又は分割の時の価額による譲渡」であるとか、

「帳簿価額による引継ぎ」であるとか、又は「帳簿価額による譲渡」といったように規

定ぶりが異なっていますが、その形態別の取扱いはどのようになるのでしょうか。

【回答】

組織再編成により移転した資産等は、その組織再編成が適格か非適格かに応じ、次の

ように取り扱うこととされています。

［被合併法人］

帳簿価額による引継ぎ

（法法62の2①) （法法62①)

［合併法人］ ［合併法人］

帳簿価額による引継ぎ 時価による取得

（法令123の3③)

［分割法人］ ［分割法人］

帳簿価額による引継ぎ 時価による譲渡

（法法62の2②) （法法62①)

［分割承継法人］ ［分割承継法人］

帳簿価額による引継ぎ 時価による取得

（法令123の3③)

［分割法人］ ［分割法人］

帳簿価額による譲渡 時価による譲渡

（法法62の3①) （法法62①)

［分割承継法人］ ［分割承継法人］

帳簿価額による取得 時価による取得
（法令123の4)

［現物出資法人］ ［現物出資法人］

帳簿価額による譲渡 時価による譲渡

（法法62の4①) （法法22②)
［被現物出資法人］ ［被現物出資法人］

帳簿価額による取得 時価による取得

（法令123の5)

［現物分配法人］ ［現物分配法人］

帳簿価額による譲渡 時価による譲渡

（法法62の5③) （法法22②、 62の5①)

［被現物分配法人］ ［被現物分配法人］

帳簿価額による取得 時価による取得

（法令123の6①)

ー



（参考）

その他、株式分配、株式交換等及び株式移転が行われた場合の取扱いは次のとおり

となります。なお、株式交換等及び株式移転が適格要件に該当しない場合には、合併

等と整合性を持った課税関係とするため、子法人が有する資産の含み損益を計上する

こととなります。

［現物分配法人］ ［現物分配法人］

完全子法人株式の帳簿価額に

よる譲渡

完全子法人株式の時価による譲

渡

（法法62の5③)

［被現物分配法人］

（法法61の2①)

(1) 新株式（完全子法人株式）の取得

イ 株式以外に金銭等が交付される場合

時価による取得

（法令119①二十七）

ロ 金銭等が交付されない場合

旧株式（現物分配法人株式）の帳簿価額（完全子法人株式

対応帳簿価額※）による取得

（法令119①八）

(2) I日株式（現物分配法人株式）の部分譲渡

イ 株式以外に金銭等が交付される場合

噸による譲渡

（法法61の2①⑧)

ロ 金銭等が交付されない場合

帳簿価額（完全子法人株式対応帳簿価額※）による譲渡

（法法61の2①⑧)
-----・ 
【※】完全子法人株式対応帳簿価額（法令23①三、 119の8の2①)

現物分配法人の株式分配の直前

株式分配の直前の X 
旧株式（現物分配
法人株式）の帳簿
価額

の完全子法人株式の帳簿価額

現物分配法人の株式分配の日の属す
る事業年度の前事業年度終了の時の
資産の帳簿価額から負債の帳簿価額
を減算した金額 ， 

知 — ------------------------------・・-----------------------, 

［株式交換完全親法人］

株式交換完全子法人株式の帳

簿価額による取得

(1) 株式交換完全子法人株主

が50人末滴の場合

株式交換完全子法人の株

主が有していた株式交換完

全子法人の株式の株式交換

等の直前の帳簿価額の合計

額

（法令119①十イ）

(2) 株式交換完全子法人株主

が50人以上の場合

株式交換完全子法人の前

期期末時の資産の帳簿価額

から負債の帳簿価額を減算

した金額

（法令119①十口）

2 

［株式交換完全親法人］

株式交換完全子法人株式の時価

による取得

（法令119①二十七）

※ 株式交換以外の全部取得条

項付種類株式及び株式併合に

よる端数処理並びに株式売渡

請求による完全子会社化を行

う場合（株式交換等）で、株

式の端数の合計数に相当する

数の株式の取得又は株式売渡

請求による取得は、時価によ

る取得となります。

（法令119①二十七）



※ 株式交換以外の株式交換

等（全部取得条項付種類株式

及び株式併合による端数処

理並びに株式売渡請求によ

る完全子会社化を行う場合）

で、株式の端数の合計数に相

当する数の株式の取得又は

株式売渡請求による取得は、

時価による取得となります。

（法令119①二十七）

［株式交換等完全子法人］

［株式移転完全親法人］

株式移転完全子法人株式の帳

簿価額による取得

(1) 株式移転完全子法人株主

が50人未満の場合

株式移転完全子法人の株

主が有していた株式移転完

全子法人の株式の株式移転

の直前の帳簿価額の合計額

（法令119①十ニイ）

(2) 株式移転完全壬法人株主

が50人以上の場合

株式移転完全子法人の前

期期末時の資産の帳簿価額

から負債の帳簿価額を減算

した金額

（法令119①十ニ口）

［株式移転完全子法人］

［株式交換等完全子法人］

時価評価資産の評価

（法法62の9①)

［株式移転完全親法人］

株式移転完全子法人株式の時価

による取得

（法令119①二十七）

［株式移転完全子法人］

時価評価資産の評価

（法法62の9①)

【関係法令通達】

法法22②、 61の2①⑧、 62①、 62の2①②、 62の3①、 62の4①、 62の5①③、 62の9

①、法令23①、 119①、 119の8の2①、 123の3③、 123の4、123の5、123の6①

（注記）

令和3年 7月 1H現在の法令・通達に基づいて作成してい妥尤
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5 外国法人が株主である子法人間の合併の適格判定

【質問】

当社（A社、内国法人）と B社（内国法人）は、いずれも発行済株式の全部を外国法

人P社に保有されています。

この度、当社は、自己を合併法人、 B社を被合併法人とする合併を行うことを予定し

ています。この合併では、 P社に対して当社の株式のみを交付し、 P社は合併後も当社

の発行済株式の全部を継続して保有する見込みです。

この合併は、外国法人である P社が株主である子法人間で行われるものですが、適格

合併に該当しますか。

［合併前］ ［合併後］

外国

（合併法人）

二
［ユ王」
（被合併法人）

外国
疇

日本

【回答】

適格合併に該当します。

【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人（注）のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が

交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前に
その合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下
「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下
「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後に
その合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、そ
の合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続すること）が見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。

(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併のうち、従業者引継要件（※）及

び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配
関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］を参照してください。

ー



［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］

法法2十二の八ロ

法令4の3② I法令4の3③

合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以
外の資産の交付がないこと。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による完
全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関

係に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法
人との間に同一の者による完全

支配関係があり、かつ、その合
併後にその同一の者とその合併

法人との間にその同一の者によ

る完全支配関係が継続すること
が見込まれている場合における

その被合併法人と合併法人との

間の関係

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による支
配関係がある場合におけるその

支配関係（次のiiの関係に該当

するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による支配
関係があり、かつ、その合併後

にその同一の者とその合併法人

との間にその同一の者による支

配関係が継続することが見込ま

れている場合におけるその被合

併法人と合併法人との間の関係

被合併法人の合併の直前の従業

者のうち、その総数のおおむね

80％以上に相当する数の者がその

合併後に合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること。

被合併法人の合併前に行う主要

な事業がその合併後に合併法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)

の全てに該当するもの

2 同一の者の範囲

適格要件の「合併法人と被合併法人との関係」の一つに、合併前に被合併法人と合

併法人との間に同...:...の者による（完全）支配関係があり、かつ、その合併後にその同

ーの者と合併法人との間にその同一の者による（完全）支配関係が継続することが見

込まれている関係があります（法法2十二の八イ・ロ、法令4の3②二、③二）が、

ここでいう同一の者からは、外国法人を除くこととされていませんので、同一の者に

は外国法人も含まれることになります。
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3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 P社（株主）は外国法人ですが同一の者に含まれるため、合併前に

A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間には、 P社（同一の者）による完全支

配関係があります。また、この合併後、 P社がA社の発行済株式の全部を継続して保

有する見込みですので、 P社とA社との間には、 P社による完全支配関係が継続する

ことが見込まれています。更に、この合併では、被合併法人の株主である P社にA社

の株式（合併法人株式）以外の資産が交付されませんので、この合併は適格要件を全

て満たしています。

したがって、 A社と B社との間で行われる合併は、適格合併に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3①～④

（注記）

令和3年 7ガlE硯在の法令・通達に基づいて作成してい皮式
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6 合併直前に100％子会社とした法人を吸収合併する場合の適格判定

【質問】

当社 (A社）は、 B社の発行済株式の80％を保有しています。

この度、当社は、 B社の発行済株式の残り20％を他の株主から全部買い取り、 B社を

100％子会社とした後、直ちに、自己を合併法人、 B社を被合併法人とする合併を行う

ことを予定しています。この合併は、形式的には、適格合併に該当するための要件を全

て渦たしていますが、このように合併直前に100％子会社とした法人を吸収合併する場

合であっても、適格合併に該当するものとして問題はないのでしょうか。

［株式買い取り前］ ［合併後］

こ ⇔ □ 
【回答】

B社を100％子会社として合併することが法人税の負担を不当に減少させる結果とな

ると認められる場合には、組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定（法法132の2)

が適用される可能性があります。

【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人（注）のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が

交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前に
その合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下
「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下
「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後に

その合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、そ
の合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続すること）が見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。

(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併のうち、従業者引継要件（※）及

び事業継続要件（※）の全てに該当するもの



※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配
関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］を参照してください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］

法法2十二の八ロ

法令4の3② I法令4の3③

合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以
外の資産の交付がないこと。

次のi又はiiに掲げるいずれか
の関係があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による完

全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関

係に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による完全
支配関係があり、かつ、その合

併後にその同一の者とその合併

法人との間にその同一の者によ

る完全支配関係が継続すること
が見込まれている場合における
その被合併法人と合併法人との

間の関係

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による支
配関係がある場合におけるその

支配関係（次のiiの関係に該当

するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による支配
関係があり、かつ、その合併後

にその同一の者とその合併法人

との間にその同一の者による支

配関係が継続することが見込ま
れている場合におけるその被合

併法人と合併法人との間の関係

被合併法人の合併の直前の従業

者のうち、その総数のおおむね

80％以上に相当する数の者がその

合併後に合併法人の業務に従事す
ることが見込まれていること。

被合併法人の合併前に行う主要

な事業がその合併後に合併法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)

の全てに該当するもの

2 組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定

合併等が行われた場合において、次に掲げる法人の行為又は計算を容認した場合に、

法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行

為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の

課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができることとされていま

す（法法132の2)。

(1) 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

2 



(2) 合併等により交付された株式を発行した法人

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる法人の株主等である法人

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間で行われる合併は、

合併前にA社と B社との間にA社による完全支配関係があり、適格要件も全て満たし

ていますので、形式的には適格合併に該当しますが、仮に、 A社がB社を100％子会社

としなければ適格要件を満たさないもので、かつ、その合併を適格合併とした場合に

法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるような場合には、組織再編

成に係る行為又は計算の否認の規定（法法132の2)が適用される可能性があります。

【関係法令通達】

法法2十二の八、 132の2

法令4の3①～④

｛注記）

令和3年7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成していま式
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7 100％子会社間の合併後に合併法人が他社から資本参加を受ける場合の適格判定

【質問】

当社 (A社）の100％子会社である B社と C社は、 B社を合併法人、 C社を被合併法

人とする合併を行うことを予定しています。この合併では、 C社の従業者全員が合併後

にB社の業務に従事し、かつ、合併前にC社が行っていた事業が合併後にB社において

引き続き行われることが見込まれています。

また、当社は、この合併でB社の株式のみの交付を受け、その全てを継続して保有す

る見込みですが、この合併後にB社が資本関係のないD社から資本参加を受ける予定で

あり、この資本参加後のB社に対する当社及びD社の株式保有割合は、当社が80%、D

社が20％となる予定です。

この合併は、適格合併に該当しますか。

［合併前］ ［資本参加後］

100% t
「

』
[
/
,

【回答】

適格合併に該当します。

【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人（注）のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が

交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前に
その合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下
「直前完全支配関係Jといいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下
「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後に

その合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、そ
の合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続すること）が見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。

(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係碑）がある場合のその合併

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併のうち、従業者引継要件（※）及

び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配関
係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］を参照してください。



［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］

法法2十二の八ロ

法令4の3② I法令4の3③
合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以

の資産の交付がないこと。

次のi又はiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による完
全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関

係に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による完全

支配関係があり、かつ、その合

併後にその同一の者とその合併

法人との間にその同一の者によ
る完全支配関係が継続すること

が見込まれている場合における
その被合併法人と合併法人との

間の関係

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる
関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による支

配関係がある場合におけるその

支配関係（次のiiの関係に該当

するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法
人との間に同一の者による支配

関係があり、かつ、その合併後
にその同一の者とその合併法人

との間にその同一の者による支

配関係が継続することが見込ま

れている場合におけるその被合

併法人と合併法人との間の関係

被合併法人の合併の直前の従業

者のうち、その総数のおおむね

80％以上に相当する数の者がその

合併後に合併法人の業務に従事す
ることが見込まれていること。

被合併法人の合併前に行う主要
な事業がその合併後に合併法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)

の全てに該当するもの

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（合併法人）と C社（被合併法人）との間で行われる合併前の

B社と C社との間の関係は、 A社（同一の者）による完全支配関係と支配関係のいず

れの関係にも該当します。

一方、その合併後のB社と C社との間の関係は、 B社がD社から資本参加を受ける

ことが予定されているため、 A社と B社との間にはA社による完全支配関係が継続す

ることは見込まれていませんが、 A社の保有するB社の株式保有割合が 80%(50％超）

ですので、 A社による支配関係が継続することは見込まれています。また、 B社と C

社との間で行われる合併では、 C社の従業者全員が合併後にB社の業務に従事し、か

つ、合併前にC社が行っていた事業が合併後にB社において引き続き行われることが

見込まれています。更に、この合併では、 A社にB社の株式（合併法人株式）以外の

2 



資産が交付されませんので、この合併は、支配関係がある法人間の合併における適格

要件である従業者引継要件、事業継続要件及び対価要件を全て滴たしています。

したがって、 B社と C社との間で行われる合併は、適格合併に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3①～④

（注記）

令和3年 7月 1 H現在の法令・通逮に基づいて作成してい安丸
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8 自己株式を保有する法人との合併の適格判定における株式保有割合

【質問】

当社 (A社）は、 B社の発行済株式の97％を保有しており、残りの発行済株式の 3%

はB社が自己株式として保有しています。

この度、当社は、自己を合併法人、 B社を被合併法人とする合併を行うことを予定し

ており、この合併の適格判定を行う必要があります。この合併の適格判定においては、

当社の有するB社株式の保有割合を計算する必要がありますが、この計算上、 B社の発

行済株式にB社が保有する自己株式を含めるのでしょうか。

【回答】

B社の発行済株式にはB社が保有する自己株式は含めません。

［解説】

1 完全支配関係

完全支配関係とは、①ーの者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保

有する関係として政令で定める関係（以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。）

又は②ーの者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係のいずれかの

関係をいいます（法法2十二の七の六）。そして、①の政令で定める関係は、一の者が

法人の「発行済株式等」の全部を保有する場合におけるその一の者とその法人との間

の関係とされ、ここでいう「発行済株式等」からはその法人が有する自己の株式を除

くこととされています（法法2十二の七の五、十二の七の六、法令4の2①、②)。

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間で行われる合併の適

格判定におけるA社の有するB社株式の保有割合は、 B社の有する自己株式を除いて

計算することになります。

なお、 B社が保有する自己株式を除いてA社の有するB社株式の保有割合を算定す

ると、その保有割合は100％となります。

【関係法令通達】

法法2十二の七の五、十二の七の六

法令4の2①、②

（注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥六



9 合併対価が交付されない合併（無対価合併）の適格判定

【質問】

当社 (A社）の100％子会社であるB社と C社は、 B社を合併法人、 C社を被合併法人

とする合併を行うことを予定しています。また、この合併は、 100％子会社同士の合併で

あることから、 C社の株主である当社に対して、 B社の株式その他の資産を何ら交付し

ない、いわゆる無対価合併を予定しています。

当社は、この合併後もB社の発行済株式の全部を継続して保有する見込みですが、こ

の無対価合併は適格合併に該当しますか。

t
「

----------―’ :B社株式：， 
----------、交付なし

［合併後］

【回答】

適格合併に該当します。

【解説】

1 無対価合併

無対価合併とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されな

い合併をいいます（法令4の3②一括弧書）。

完全支配関係がある法人間で行われる無対価合併で適格合併に該当するのは、その

合併前に、次の［無対価合併で適格合併に該当する関係（完全支配関係がある場合）］

に掲げる 2つのうち、いずれかの合併前の株式保有関係があるものに限られています

（法令4の3②ー、二）。

［無対価合併で適格合併に該当する関係（完全支配関係がある場合）］

ー

合併前にいずれか一方の法

人による完全支配関係があ

る場合（法令4の3②-)又

は同一の者による完全支配

関係がある場合（法令4の

3②ニイ）の合併法人(A)が

被合併法人 (B)の発行済株
式等（注）の全部を保有する

麟



【法令4の3②ニロ】

同一の者による完全支配関

係がある場合（法令4の3

②ニロ）の盤合併法人(B)及

び合併法人(A)の挫主笠（そ

の被合併法人(B)及び合併

法人(A)を除きます。）旦主

てについ立その者が保有

土るその披合匪法人{B)の

挫（出資を含みます。以下

同じです。）竺塾（出資にあ

っては金額。以下同じで

す。）のその披合併法人 ~B)

の発往避株式笠（その合併

2 I法人 (A)が保有するその被

合併法人(B)の株式を除き

ます。） 2毬塾（出資にあっ

ては総額。以下同じです。）

のうちに占める割合とその

査が堡宜丈るその合俳法人

(A)の株式の数のその合饉

法人(A)の登往避控式等（そ

の被合併法人 (B)が保有す

るその合併法人 (A)の株式

を除きます。）の総数のうち

に占める割合とが笠しい盪

合におけるその被合併法人

{Blと合麟ム{Alとの閲の

堕

の資産・負債

60椅

----------------・(庄二堕ぎ_t_----------------̀
ii~|匹 II， 

被合併法人
の資産・負債

（注） 発行済株式等とは、発行済株式又は出資をいいますが、法人が有する自己の株式又は出資を除
きます（法法2十二の七の五、法令4の3②一括弧書）。

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（合併法人）と C社（被合併法人）との間で行われる合併は、

無対価合併で、合併前にA社（同一の者）がB社及びC社の発行済株式の全部を保有

していますので、 B社と C社との間の合併前の株式保有関係は、上記の［無対価合併

で適格合併に該当する関係（完全支配関係がある場合）］の2の関係に当てはまりま

す（法令4の3②ニロ）。また、この合併後もA社がB社の発行済株式の全部を継続

2
 



して保有することが見込まれていますので、この合併は適格要件を全て満たしていま

す。

したがって、 B社と C社との間で行われる合併は、適格合併に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の2②、 4の3②

（注記）

令和3年7月 1 H現在の法令・通達に基づいて作成してい衷六

＼， 
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10 合併後に合併法人の株主が親族に株式を譲渡する場合の完全支配関係の継続要件の

充足性について

【質問】

当社 (A社）と B社は、当社を合併法人、 B社を被合併法人とする合併（以下「本件

合併」といいます。）を行うことを予定しており、本件合併の後、株主甲及び乙（甲の妻）

が保有するA社株式をその子である丙に譲渡することとしています。

①本件合併の前に、当社の発行済株式の全部を甲が保有し、 B社の発行済株式の全部

を乙が保有しています。本件合併に伴い、その対価として乙にA社株式のみが交付さ

れます。

② 本件合併後に、甲と乙は、保有するA社株式の全てをその子である丙に譲渡するこ

ととしており、丙は、譲り受けたA社株式を継続して保有する予定です。

［合併前］ ［合併後］ 直渡後］

,,--------------------;;;::.-~’`----------^--...--;;;::.-.::,--,--------------------

言う妻` 言`勺言口C□ごC
A社

吸収合併

X%  100-X% 

口
100% 

工
100％グループ内の合併の適格判定において、合併前に被合併法人と合併法人との間

に同一の者による完全支配関係がある合併は、合併後もその合併法人とその同一の者と

の間に同一の者による完全支配関係が継続することが求められているようですが、本件

合併のように合併前に株主であった者が、合併後に株主でなかった親族に株式を譲渡等

することで合併法人の株主でなくなる場合であっても、「同一の者による完全支配関係

が継続する」として適格合併に該当しますか。

【回答】

本件合併後においても「同一の者による完全支配関係が継続する」ため、適格合併に該

当します。

【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人(lt)のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が

交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保
有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前
にその合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以
下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以
下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続することが見込まれ
ている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。



(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係像）がある場合のその合併

※ その他の政令で定める関係については、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併

における適格要件］を参照してください。

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係がある場合のその合併のうち、従業者引継要件及び事

業継続要件の全てに該当するもの

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］

合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外

の資産の交付がないこと。

のはなぷ：ょま；；：掲げるいずれか 1のは盆 1（え芸；庁塁：；：にぷ芹な

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間Ii 省略

にいずれか一方の法人による完

全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法 Iii 省略

人との間に同一の者による完全

支配関係があり、かつ、その合併

後にその同一の者とその合併法

人との間にその同一の者による

完全支配関係が継続することが

見込まれている場合におけるそ

の被合併法人と合併法人との間

享
省略

省略

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)の

全てに該当するもの

2
 



2 完全支配関係

完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有

する場合におけるその一の者とその法人との間の関係（以下「当事者間の完全支配の関

係」といいます。）又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関

係とされています（法法2十二の七の六）。そして、ここでいう「一の者」とは、その

者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人（親族等）とされて

います（法令4①、 4の2②)。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、本件合併前にA社（合併法人）の発行済株式の全部を甲が保有し、 B

社（被合併法人）の発行済株式の全部を甲の妻である乙が保有しているところ、完全支

配関係の判定における一の者は、上記2のとおり、株主が個人である場合にはその個人

及び親族等とされ、この親族等は合併法人又は被合併法人の株主に限定されていない

ため、甲（合併法人の株主）を基準に考えると、甲、その妻である乙（被合併法人の株

主）及びその子である（いずれの株主でもない）丙（以下、甲、乙及び丙を併せて「甲

一族」といいます。）が一の者となり、本件合併前にB社（被合併法人）とA社（合併

法人）との間に甲一族（同一の者）による完全支配関係があることとなります。

また、本件合併後におけるA社（合併法人）の株主は、甲及び乙から、それまでA社

（合併法人）の株主ではなかった丙になりますが、上述のとおり親族等は合併法人の株

主に限定されていないため、甲と親族である乙及び丙、すなわち、甲一族を一の者と考

え、本件合併後においても、甲一族（同一の者）とA社（合併法人）との間に甲一族（同

ーの者）による完全支配関係は継続することとなります。

また、本件合併は、乙にA社株式以外の資産が交付されませんので、完全支配関係が

ある法人間の合併における適格要件を満たしています。

したがって、本件合併は、適格合併に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の七の六、十二の八イ

法令4①、 4の2②、 4の3②二

（注紀）

令和3年7月 1fJ現在の法令・通逮に基づいて作成していま六
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11 合併後に別の適格合併が行われる場合の適格判定（同一の者が被合併法人となる場合）

【質問l
当社 (A社）を含む当グループでは、次のとおり組織再編成を行うことを予定してい

ます。..．今囀 ●・．・・.....．.・ .囀 ••••• •·・· ・・―・ • ・・・ ••• ••••• ••• —.••· ← ”. ．・”・・”・・・・ •• ••• ••••••• •• ・.・・・ ··•・······ ・•·

l① 当社の100％子会社であるB社を合併法人、同じく 100％子会社であるC社を被合併：

法人とする合併を行う予定です。この合併では、当社にB社の株式のみが交付されま

す。

［合併前］ ［合併後］ I 

② 当社を被合併法人、資本関係のないD社を合併法人とする適格合併（共同事業要件：

を満たすもの。）を行う予定です。

なお、当社に代わって新しく B社の株主となるD社は、この適格合併後もB社の発l
行済株式の全部を継続して保有する見込みです。

［合併前］ ［合併後］ j 

q I 100% 

i..........-•一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー·........-...........................................................................,........................................... i 

（合併法人）

ハ
「

100％グループ内の合併の適格判定において、合併前に被合併法人と合併法人との間

に同一の者による完全支配関係がある合併は、合併後もその合併法人とその同一の者と

の間に、その同一の者による完全支配関係が継続することが求められているようです

が、このように、 B社と C社との間で行われる合併後に当社（同一の者）を被合併法人

とする適格合併により当社が解散してしまうことが見込まれている場合、 B社と C社と

の間で行われる合併は適格合併に該当しないことになりますか。

【回答】

適格合併に該当します。



【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人（注）のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が

交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前に
その合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下
「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下
「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後に

その合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、そ
の合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続すること）が見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。

(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併のうち、従業者引継要件（※）及

び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配関
係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］を参照してください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］

法法2十二の八ロ

法令4の3②⑮ I法令4の3③

合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以

外の資産の交付がないこと。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による完

全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関

係に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による完全

支配関係があり、かつ、その合

併後にその同一の者とその合併

法人との間にその同一の者によ

る完全支配関係が維続すること

が見込まれている場合における

その被合併法人と合併法人との

間の関係

※ 上記iiの合併後に、上記iiの

2 

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による支

配関係がある場合におけるその

支配関係（次のiiの関係に該当

するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による支配

関係があり、かつ、その合併後

にその同一の者とその合併法人

との間にその同一の者による支

配関係が継続することが見込ま

れている場合におけるその被合

併法人と合併法人との間の関係



同一の者を被合併法人とする適

格合併を行うことが見込まれて
いる場合には、その適格合併に
係る合併法人はその適格合併

後においては その同一の者と

みなして、上記iiの規定を適用

することとされています（法令

4の3羹三し
被合併法人の合併の直前の従業

者のうち、その総数のおおむね
80％以上に相当する数の者がその

合併後に合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること。

被合併法人の合併前に行う主要

な事業がその合併後に合併法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)

の全てに該当するもの

2 合併後に同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合

合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係がある場合の

合併は、合併後においても、その同一の者とその合併法人との間にその同一の者によ

る完全支配関係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされていま

す（法令4の3②二）。

ただし、その合併（以下「最初の合併」といいます。）後にその同一の者を被合併法

人とする適格合併（以下「2回目の合併」といいます。）を行うことが見込まれている

場合には、その 2回目の合併後においては、 2回目の合併の合併法人を、最初の合併

の同一の者とみなすこととされ、そのみなされた 2回目の合併の合併法人（最初の合

併の同一の者とみなされる者）と最初の合併の合併法人との間に、 2回目の合併の合

併法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つと

されています（法令4の3⑮二）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（合併法人）と C社（被合併法人）との間で行われる合併（最

初の合併）前におけるB社と C社との間の関係は、 A社（同一の者）による完全支配

関係に該当します。

また、この合併（最初の合併）後、 A社（同一の者）を被合併法人とする適格合併

(2回目の合併）が行われる見込みのため、その適格合併 (2回目の合併）に係る合

併法人となるD社は、その適格合併 (2回目の合併）後においては「同一の者」すな

わちA社とみなされることとなります。

そのため、この合併（最初の合併）後においては、 D社 (A社とみなされた者）と

B社（最初の合併の合併法人）との間にD社による完全支配関係が継続することが見

3 



込まれているといえ、また、この合併（最初の合併）では、 A社にB社の株式（合併

法人の株式）以外の資産が交付されませんので、この合併（最初の合併）は、完全支

配関係がある法人間の合併における適格要件を全て満たしています。

したがって、 B社と C社との間で行われる合併（最初の合併）は、適格合併に該当

します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3①～④、⑮

（注記）

令和3年 7月 1fJ現在の法令・通達に基づいて作成していま式

ヘ

4
 



12 合併後に別の適格合併が行われる場合の適格判定（合併法人が被合併法人となる場合）

【質問】

当社 (A社）を含む当グループでは．、次のとおり組織再編成を行うことを予定してい

ます。
，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
，① 当社の100％子会社であるB社を合併法人、同じく100％子会社であるC社を被合併］
I 法人とする合併を行う予定です。この合併では、当社にB社の株式のみが交付され、 l
l 当社はこの合併の時から②の適格合併を行う直前の時までB社の発行済株式の全部I
l を継続して保有する見込みです。

［合併前］ ［合併後］ ］ 

⇒
 

l② B社を被合併法人、資本関係のないD社を合併法人とする合併を行う予定です。なl
I お、この合併は、共同事業要件を満たし、適格合併となる見込みです。

［合併前］ ［合併後］ l 

⇒ 入乙 ！ 
（合併法人） （被合併法人）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・••• •—......-............................................................................l 

100％グループ内の合併の適格判定において、合併前に被合併法人と合併法人との間

に同一の者による完全支配関係がある合併は、合併後もその合併法人とその同一の者と

の間にその同一の者による完全支配関係が継続することが求められているようですが、

このように、 B社と C社との間で行われる合併後にB社（合併法人）を被合併法人とす

る適格合併により B社が解散してしまうことが見込まれている場合、 B社と C社との間

で行われる合併は適格合併に該当しないことになりますか。

【回答】

適格合併に該当します。

【解説】

1 適格合併

適格合併とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する合併で被合併法人の

株主等に合併法人又は合併親法人（注）のいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が



交付されないものをいいます。

（注） 合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、合併の直前に
その合併に係る合併法人とその合併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下
「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下
「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後に

その合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、そ
の合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続すること）が見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、法令4の3①)。

(1) 完全支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八イ）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支

配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併

(2) 支配関係がある法人間の合併（法法2十二の八口）

その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関

係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその合併のうち、従業者引継要件（※）及

び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配関
係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］を参照してください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の合併における適格要件］ ． 

法法2十二の八イ

法令4の3② I法令4の3③

合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以

外の資産の交付がないこと。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による完

全支配関係がある場合における

その完全支配関係（次のiiの関

係に該当するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による完全

支配関係があり、かつ、その合

併後にその同一の者とその合併

法人との間にその同一の者によ

る完全支配関係が継続すること

（その合併後にその合併に係る

合併法人を被合併法人又は完全

子法人とする滴格合併又は適格

株式分配を行うことが見込まれ

ている場合には、その合併の時

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 被合併法人と合併法人との間

にいずれか一方の法人による支

配関係がある場合におけるその

支配関係（次のiiの関係に該当

するものを除きます。）

ii 合併前に被合併法人と合併法

人との間に同一の者による支配

関係があり、かつ、その合併後

にその同一の者とその合併法人

との間にその同一の者による支

配関係が継続すること（その合

併後にその合併に係る合併法人

を被合併法人とする適格合併を

行うことが見込まれている場合

には、その合併の時からその適

格合併の直前の時までその支配

2
 



からその適格合併又は適格株式

分配の直前の時までその完全支

配関係が継続すること）企見込
まれている場合におけるその被
合併法人と合併法人との間の関

伍

関係が継続すること）が見込ま

れている場合におけるその被合

併法人と合併法人との間の関係

被合併法人の合併の直前の従業

者のうち、その総数のおおむね
80％以上に相当する数の者がその

合併後に合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること。

被合併法人の合併前に行う主要

な事業がその合併後に合併法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための合併（法法2十二の八ハ）

上記(1)又は(2)に該当する合併以外の合併のうち、共同事業要件（法令4の3④)

の全てに該当するもの

2 合併後に合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合

完全支配関係がある法人間で行う合併で合併前に被合併法人と合併法人との間に同

ーの者による完全支配関係がある場合の合併は、合併後においても、その同一の者と

その合併法人との間にその同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれて

いることが適格要件の一つとされています（法令4の3②二）。

ただし、その合併（以下「最初の合併」といいます。）後に最初の合併に係る合併法

人を被合併法人とする適格合併（以下「2回目の合併」といいます。）を行うことが見

込まれている場合には、最初の合併の時から 2回目の合併の直前の時までその同一の

者と最初の合併に係る合併法人との間にその同一の者による完全支配関係が継続する

ことが見込まれていることが適格要件の一つとされています（法令4の3②二括弧書）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（合併法人）と C社（被合併法人）との間で行われる合併（最

初の合併）前におけるB社と C社との間の関係は、 A社（同一の者）による完全支配

関係に該当します。

また、この合併（最初の合併）後、 B社（合併法人）を被合併法人とする適格合併

(2回目の合併）が行われる見込みであり、この合併（最初の合併）の時からその適

格合併 (2回目の合併）の直前の時までA社と B社との間にA社による完全支配関係

が継続することが見込まれています。

そして、この合併（最初の合併）では、 A社にB社の株式（合併法人の株式）以外

の資産が交付されませんので、この合併（最初の合併）は、完全支配関係がある法人

間の合併における適格要件を全て満たしています。

3
 



したがって、 B社と C社との間で行われる合併（最初の合併）は、適格合併に該当

します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3①～④

（注記）

令和3年 7ガ1H現在の法令・通達に基づいて作成してい妾六

ヽ

4
 



13 事業規模要件の判定について「売上金額」を用いて比較する場合の対象期間

【質問】

当社 (A社）は、自己を合併法人、資本関係のないB社を被合併法人とする合併を行

うことを予定しています。

資本関係のない法人間で行う合併については、共同事業要件を満たせば適格合併に該

当することとされていますが、この共同事業要件の一つである事業規模要件の判定に当

たり、この要件に規定されている「売上金額」を用いて比較する場合の対象期間は、合

併前 1年間として差し支えないでしょうか。

【回答】

差し支えありません。

【解説】 ' 

共同事業要件の一つに事業規模要件が規定されています。この事業規模要件では「合

併に係る被合併法人の被合併事業（注）と当該合併に係る合併法人の合併事業（当該被合併

事業と関連する事業に限る。）のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれ

ぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人……のそれぞれの資本金の額若しくは出

資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと」と

規定されていますが（法令4の3④二）、＇売上金額を比較する場合の対象期間は特に規定

されていないため、どの程度の期間の売上金額をもって比較すればよいのか疑義が生じ

ます。

この点については、季節によって売上が変動し、又は一定の月に売上が集中するよう

な業種もありますので、短期間の売上をもって比較しても事業規模が適正に比較されな

い場合も考えられますが、ご質問のように合併前 1年間の売上金額で比較することにす

れば、一般的にはこれらの季節又は特定月の固有の事情が捨象されることから、合併法

人と被合併法人の適正な事業規模で比較されたとみて差し支えないものと考えられます

（比較対象とする期間の長さは同一とすることになります。）。

また、事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、法人税法施行令第4

条の 3 《適格組織再編成における株式の保有関係等》第4項第2号に規定する被合併法

人の被合併事業と合併法人の合併事業のそれぞれの売上金額、従業者の数、被合併法人

と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの

うち、いずれかーの指標が要件を満たすかどうかにより判定することになります（法基

通1-4-6注書）。

なお、この取扱いは、合併以外の他の組織再編成に係る適格判定についても同様です。

（注） 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいいます。



【関係法令通達】

法法2十二の八ハ

法令4の3④二

法基通 1-4-6

（注記）

令和3年 7ガ1H現在の法令・通達に基づいて作成してい安六
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14 合併対価として親法人株式を交付する合併（三角合併）の適格判定における対価要件

【質問】

当社 (A社）の100％子会社であるB社は、自己を合併法人、 C社を被合併法人とする

吸収合併を行うことを予定しています。

B社と C社との間には資本関係がありません。このため、合併の対価としてC社（被

合併法人）の株主にB社（合併法人）の株式を交付してしまうと、当社と B社との間の

100％の株式保有関係が崩れてしまうことから、 B社の株式に代えてB社の親会社であ

る当社の株式のみをC社の株主に交付する、いわゆる三角合併を行う予定です。

この合併は、適格合併に該当しますか。

なお、この合併は、被合併法人の株主に交付する対価が親法人株式であることを除け

ば、適格合併に該当するための要件を全て満たしています。

［合併前］ ［合併後］

⇒
 

【回答】

適格合併に該当します。

【解説】

1 合併等対価の範囲

会社法上、吸収合併、吸収分割及び株式交換において、被合併法人等の株主に対して

交付．することのできる対価についてはその種類を特に限定しないとされています（会

社法749①二等）ので、合併の対価として合併法人の親法人株式を交付することも認め

られています。このように合併の対価として合併法人の親法人株式を用いるものがい

わゆる三角合併です。

税務J::、適格合併に該当するための要件の一つに「被合併法人の株主等に合併法人又

は合併親法人……のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産……が交付され

ないもの」（以下「対価要件」といいます。）があります（法法2十二の八）。

ここでいう合併親法人とは、合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部

を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人とされています

（法法2十二の八）。



そして、この政令で定める関係とは、合併の直前にその合併に係る合併法人とその合

併法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下「直前完全支配関係」と

いいます。）があり、かつ、その合併後にその合併法人とその法人（以下「親法人」と

いいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続すること（その合併後にそ

の合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合

には、その合併の時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続するこ

と）が見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の八、

法令4の3①)。

なお、ここでいう直前完全支配関係には、例えば、下図のC社（孫会社）とA社（親

会社）の関係も該当します。

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社と C社との間で行われる合併では、 C社（被合併法人）の株主に

対しA社の株式（合併親法人の株式）のみを交付することとしていますので、この合併

は、対価要件を満たしています。更に、この合併は、対価要件以外の適格要件を全て満

たしています。

したがって、 B社と C社との間で行われる合併は、適格合併に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の八

法令4の3①

会社法749①

（注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥式
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15 分割対価資産が交付されない分割（無対価分割）の分割型分割と分社型分割の分類

【質問】

当社 (A社）の100％子会社である B社と C社は、 B社を分割法人、 C社を分割承継法

人とする分割を行うことを予定しています。また、この分割は、 100％子会社同士の分割

であることから、 B社の株主である当社に対してC社の株式その他の資産を何ら交付し

ない、いわゆる無対価分割を予定しています。

この分割は、分割型分割と分社型分割のいずれに該当しますか。

＇ 
-----------
: C社株式：
→`-一→ー一ー→ーム

交付なし

【回答】

分割型分割に該当します。

【解説】

1 分割型分割と分社型分割の定義

(1) 分割型分割

分割型分割とは、次に掲げる分割をいいます（法法2十二の九）。

① 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産の全てがその分割の日にお
いてその分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全

てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割（法法2十二の

九イ）

② 分割対価資産がない分割（以下「無対価分割」といいます。）で、その分割の

直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している

場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合のその無対価分
割（法法2十二の九口）

(2) 分社型分割

分社型分割とは、次に掲げる分割をいいます（法法2十二の十）。

① 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日においてそ

の分割法人の株主等に交付されない場合のその分割（無対価分割を除きます。）

（法法2十二の十イ）

② 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保

有している場合（分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有してい

る場合を除きます。）のその無対価分割（法法2十二の十口）

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、分割対価資産がない分割で、その分割の直前においてB社（分割法

人）がC社（分割承継法人）の株式を保有していませんので、上記 1(1)分割型分割の

②に掲げる分割に該当します。

1 



したがって、 B社と C社との間で行われる分割は、分割型分割に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の九、十二の十

｛注記）

令和3年 7ガ IH視在の法令・通達に基づいて作成してい茨六

2
 



16 分割対価資産が交付されない分割（無対価分割）の適格判定

【質問】

当社 (A社）は、 B社の発行済株式の全部を保有し、 B社は、 C社の発行済株式の全

部を保有しています。

この度、当社は、自己を分割法人、 C社を分割承継法人とする吸収分割を行い、自己

の営む甲事業をC社に移転する予定です。また、この分割は、 100％グループ内の分割で

あることから、分割法人である当社に対してC社の株式その他の資産を何ら交付しない、

いわゆる無対価分割を予定しています。

この分割後も当社はB社の発行済株式の全部を、 B社はC社の発行済株式の全部をそ

れぞれ継続して保有する見込みですが、この無対価分割は適格分割に該当しますか。

’―--------―̀ :c社株式：
駄--------ール

交付なし

【回答】

適格分割に該当しません。

【解説】

1 無対価分割

（分割法人）

： 甲事業i
.......・—"".......

C社 ：甲事業

（分割承継法人）

無対価分割とは、分割法人に分割承継法人の株式その他の資産が交付されない分割

をいいます（法法2十二の九口括弧書）。

完全支配関係がある法人間で行われる無対価分割で適格分割に該当するのは、その

分割前に、次の［無対価分割で適格分割に該当する関係（完全支配関係がある場合）］

に掲げる 3つのうち、いずれかの分割前の株式保有関係があるものに限られています

（法令4の3⑥ー、二）。



［無対価分割で適格分割に該当する関係（完全支配関係がある場合）］

【法令4の3⑥ーイ、ニイ(l)]

分割前にいずれか一方の法

人による完全支配関係があ

る場合（法令4の3⑥ーイ）

又は同一の者による完全支

配関係がある場合（法令4

の3⑥ニイ（1)) の分割承継

法人(A)が分割法人(B)の発

行済株式等（注）の全部を保

有する関係

【法令4の3⑥ーロ、ニロ】

分割前にいずれか一方の法

人による完全支配関係があ

る場合（法令4の3⑥ーロ）

又は同一の者による完全支

配関係がある場合（法令4

の3⑥ニロ）の分割法人(B)

が分割承継法人 (A)の発行

済株式等の全部を保有する

麟

【法令4の3⑥ニイ(2)】

同一の者による完全支配関

係がある場合（法令4の3
⑥ニイ（2)) の分割法人(B)

の株主等（その分割法人(B)

及び分割承継法人(A)を除

きます。）及び分割承継法人

(A)の株主等（その分割承継

法人(A)を除きます。）竺金

てについて、その者が保有

するその分割法人(B)の株

3 I式の数のその分割法人 (B)

の発行済株式等（その分割

承継法人(A)が保有するそ

の分割法人 (B)の株式を除

きます。）の総数のうちに占

める割合とその者が保有す

るその分割承継法人(A)の

株式の数のその分割承継法

人 (A)の発行済株式等の総

数のうちに占める割合とが

等しい場合におけるその分

割法人 (B)と分割承継法人

(A)との間の関係

（注） 発行済株式等とは、発行済株式又は出資をいいますが、法人が有する自己の株式又は出資を除
きます（法法2十二の七の五、法令4の3②一括弧書）。
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2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（分割法人）と C社（分割承継法人）との間で行われる分割は、

無対価分割に該当しますが、 A社と C社との間の分割前の株式保有関係は、上記の［無

対価分割で適格分割に該当する関係（完全支配関係がある場合）］に掲げる 3つのいず

れの関係にも当てはまりません。

したがって、 A社と C社との間で行われる分割は、適格分割に該当しません。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の2②、 4の3⑥

（注記）

令和3年 7ガ IH現在の法令・通達に基づいて作成してい茨尤
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17 単独新設分割型分割（いわゆるスピンオフの一つ）の適格判定

【質問】

当社 (A社）は、甲事業及び乙事業を行っていますが、両事業には関連性がないため、

両事業の独立性の確保と意思決定の迅速化等を図るため、分割（単独新設分割型分割）

により新設するB社に乙事業を移転し、当社は甲事業を、 B社は乙事業をそれぞれ行う

ことを予定しています。なお、当社の株主には、当社の発行済株式の50％を超える株式

を直接又は間接に保有する支配株主はいません。

この分割は、完全支配関係若しくは支配関係がある法人間の分割又は共同で事業を行

うための分割のいずれにも該当しませんが、適格分割に該当しないこととなりますか。

［分割時］ ［分割後］

三］；土言：
【回答】

B社
,.....、.. 
I乙事業l,...............・＂．．．

独立して事業を行うための分割（スピンオフ）における適格要件（後記2)を満たす

場合には、適格分割となります。

【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。ただし、その株式が交付される分割型分割にあっては、

その株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占めるその分割法人の各

株主等の有するその分割法人の株式の数（出資にあっては、その出資の金額）の割合

に応じて交付されるものに限ります。

（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に
よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーイ）

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

(4) 独立して事業を行うための分割（スピンオフ） （法法2十二の十ーニ）



2 独立して事業を行うための分割（スピンオフ）

適格分割となる「独立して事業を行うための分割（スピンオフ）」（上記 1(4))は、

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち次表［独立して事業を行

うための分割（スピンオフ）における適格要件］ （法令4の3⑨)の全てに該当する

ものとされています。

［独立して事業を行うための分割（スビンオフ）における適格要件］

I 
分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のいずれか一

の法人の株式以外の資産が交付されないこと（法法2十二の十一）。

分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、分割承継法人株式が

交付されること（法法2十二の十一括弧書）。

分割の直前に分割法人と他の者どの間にその他の者による支配

関係がなく、かつ、その分割後に分割承継法人と他の者との間にそ
の他の者による支配関係があることとなることが見込まれていな

いこと（法令4の3⑨-)。

分割前の分割法人の役員等（その分割法人の重要な使用人（その分
割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限ります。）を含みま
す。）のいずれかがその分割後に分割承継法人の特定役員（注）となるこ

とが見込まれていること（法令4の3⑨二）。

（注）社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又は

これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいいます（法令4の3④二）。

分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承

継法人に移転していること（法令4の3⑨三）。

分割法人の分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数の

おおむね80％以上に相当する数の者がその分割後に分割承継法人の業

務に従事することが見込まれていること（法令4の3⑨四）。

分割法人の分割事業が分割後に分割承継法人において引き続き行わ

れることが見込まれていること（法令4の3⑨五）。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤、⑨

（注記）

令和3年 7月 1月現在の法令・通達に基づいて伊成してい衷式
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18 分社型分割によって設立した分割承継法人が他社から資本参加を受ける場合の適格判

定

【質問】

当社 (A社）は、自己を分割法人として新設分割（分社型分割）により設立するB社

に自己の行う甲事業を移転することを予定しています。この分割では、甲事業に係る主

要な資産・負債が当社からB社に移転し、甲事業に係る従業員全員が分割後にB社の業

務に従事し、かつ、分割後に甲事業がB社において引き続き行われることが見込まれて

います。

また、当社は、この分割でB社の株式のみの交付を受け、その全てを継続して保有す

る見込みですが、この分割後にB社が資本関係のないC社から資本参加を受ける予定で

あり、この資本参加後のB社に対する当社及びC社の株式保有割合は、当社が80%、C

社が20％となる予定です。

この分割は、適格分割に該当しますか。

［分割時］ ［分割後］

は：］三工
［資本参加後］

【回答】

適格分割に該当します。

【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。

（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に
よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の＋ーイ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全

支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配

関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割のうち、主要な資産負債の



移転要件（※）、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件及び事業継続要件に
ついては、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］を参照して
ください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］

法法2十二の十ーイ

法令4の3⑥ I法令4の3⑦

分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれ

かーの法人の株式以外の資産の交付がないこと（その株式が交付され

る分割型分割の場合は、分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、

交付されるものに限ります。）。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

完全支配関係がある分割の次の

イないし二の区分に応じてそれ

ぞれ次に定める関係（次のiiの

関係に該当するものを除きま

す。）

イ ・ロ省略

ハ単独新設分割のうちその単

独新設分割後に分割法人と分

割承継法人との間にその分割

法人による完全支配関係があ

るもの

…その単独新設分割後にその

完全支配関係が継続すること

が見込まれている場合におけ

るその分割法人と分割承継法

人との間の関係

二省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による完

全支配関係がある分割の次のイ

ないし二の区分に応じてそれぞ

れ次に定める関係

イ ～二省略

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 公劃皿（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に公

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）上旦

間にいずれか一方の法人による

支配関係がある分割の次のイな

いし二の区分に応じてそれぞれ

次に定める関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

イ・ロ省略

ハ 単独新設分割のうちその単

独新設分割後に分割法人と分

割承継法人との間にその分割

法人による支配関係があるも

竺
…その単独新設分割後にその

支配関係が継続することが見
込まれている場合におけるそ

の分割法人と分割承継法人と

の間の関係
二省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による支

配関係がある分割の次のイない

し二の区分に応じてそれぞれ次

に定める関係

イ～二省略

2
 



分割により分割事業（分割法人

の分割前に行う事業のうち、その

分割により分割承継法人において

行われることとなるもの）に係る

主要な資産及び負債がその分割承

継法人に移転していること。

分割の直前の分割事業に係る従

業者のうち、その総数のおおむね

80％以上に相当する数の者がその

分割後に分割承継法人の業務に従
事することが見込まれているこ

と。
分割に係る分割事業がその分割

後に分割承継法人において引き続

き行われることが見込まれている

こと。

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

上記(1)又は(2)に該当する分割以外の分割のうち、共同事業要件（法令4の3⑧)

の全てに該当するもの

(4) 独立して事業を行うための分割（スピンオフ） （法法2十二の十ーニ）

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち一定の要件（法令4

の3⑨)の全てに該当するもの

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（分割法人）が行う分割（単独新設分割）後におけるA社と B

社（分割承継法人）との間の関係は、 A社による完全支配関係と支配関係のいずれの

関係にも該当します。

しかし、この分割後、 B社はC社から資本参加を受けることが予定されているため、

A社と B社との間にはA社による完全支配関係が継続することは見込まれていません

ので、完全支配関係がある法人間の分割における適格要件を満たしていません。

他方、この分割後においても、 A社の保有するB社株式の保有割合は80%(50％超）

ですので、 A社による支配関係が継続することは見込まれています。

また、 A社と B社との間で行われる分割では、甲事業に係る主要な資産・負債がA

社からB社に移転し、甲事業に係る従業員全員が分割後にB社の業務に従事し、かつ、

分割後に甲事業がB社において引き続き行われることが見込まれています。更に、こ

の分割では、分割対価資産としてB社の株式（分割承継法人株式）以外の資産が交付

されませんので、この分割は、支配関係がある法人間の分割における適格要件である

主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件、事業継続要件及び対価要件を全て満た

しています。

したがって、 A社と B社との間で行われる分割は、適格分割に該当します。

3
 



【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤～⑨

（注記）

令和3年7月 1H現在の法令・通達に基づいて作成してい妥す。
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19 100％子会社間の吸収分割後に分割承継法人が他社から資本参加を受ける場合の適格

判定

【質問】

当社 (A社）の100％子会社である B社と C社は、 B社を分割法人、 C社を分割承継

法人とする吸収分割（分割型分割）により C社にB社の行う甲事業を移転することを予

定しています。この分割では、甲事業に係る主要な資産・負債がB社からC社に移転し、

甲事業に係る従業員全員が分割後にC社の業務に従事し、かつ、分割後に甲事業がC社

において引き続き行われることが見込まれています。

また、当社は、この分割でC社の株式のみの交付を受けて、その全てを継続して保有

する見込みですが、この分割後にB社と C社が資本関係のないD社からそれぞれ資本参

加を受ける予定であり、この資本参加後のB社に対する当社及びD社の株式保有割合

は、当社が40%、D社が60％となり、 C社に対する当社及びD社の株式保有割合は、当

社が60%、D社が40％となる予定です。

この分割は、適格分割に該当しますか。

100% 100% 

甲事業： c社
’"‘.、.....,..,

（分割法人） （分割承継法人）

ぐ
［資本参加前］ ［資本参加後］

100％／尺｀ ご⇒

【回答】

適格分割に該当します。

【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。

（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に



よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーイ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全

支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配

関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割のうち、主要な資産負債の

移転要件（※）、従業者引継要件（※）及び事業継続要件像）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件及び事業維続要件に
ついては、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］を参照して
ください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］

法法2十二の十ーイ

法令4の3⑥ I法令4の3⑦

分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれ

か一の法人の株式以外の資産の交付がないこと（その株式が交付され

る分割型分割の場合は、分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、

交付されるものに限ります。）。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

完全支配関係がある分割の次の

イないし二の区分に応じてそれ

ぞれ次に定める関係（次のiiの

関係に該当するものを除きま

す。）

イ～二省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による完

全支配関係がある分割の次のイ

ないし二の区分に応じてそれぞ

れ次に定める関係

イ 新設分割以外の分割型分割

（法法62の6①の分割を除き

2 

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

支配関係がある分割の次のイな

いし二の区分に応じてそれぞれ

次に定める関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

イ～二省略

ii 公割皿（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による支

配関係がある分割の次のイない

し二の区分に応じてそれぞれ次

に定める関係

イ 新設分割以外の分割型分割

（法法62の6①の分割を除き



ます。）のうちその分割型分割

前に分割法人と分割承継法人

との間に同一の者による完全
支配関係があるもの

…その分割型分割後にその同

ーの者とその分割承継法人と
の間にその同一の者による完

全支配関係が継続することが

見込まれている場合における

その分割法人と分割承継法人

との間の関係
ロ～二省略

ます。）のうちその分割型分割

前に分割法人と分割承継法人
との間に同一の者による支配

関係があるもの
…その分割型分割後にその同

ーの者とその分割承継法人と
の間にその同一の者による支

配関係が継続することが見込

まれている場合におけるその

分割法人と分割承継法人との

間の関係
ロ～二省略

分割により分割事業（分割法人

の分割前に行う事業のうち、その

分割により分割承継法人において

行われることとなるもの）に係る

主要な資産及び負債がその分割承
継法人に移転していること。

分割の直前の分割事業に係る従

業者のうち、その総数のおおむね

80％以上に相当する数の者がその

分割後に分割承継法人の業務に従
事することが見込まれているこ

と。
分割に係る分割事業がその分割

後に分割承継法人において引き続

き行われることが見込まれている

こと。

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

上記(1)又は(2)に該当する分割以外の分割のうち、共同事業要件（法令4の3⑧)

の全てに該当するもの

(4) 独立して事業を行うための分割（スビンオフ） （法法2十二の十ーニ）

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち一定の要件（法令4

の3⑨）の全てに該当するもの

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（分割法人）と C社（分割承継法人）との間で行われる分割（分

割型分割）前におけるB社と C社との間の関係は、 A社（同一の者）による完全支配

関係と支配関係のいずれの関係にも該当します。

しかし、この分割後、 B社及びC社はD社からそれぞれ資本参加を受けることが予

定されているため、 A社（同一の者）と C社（分割承継法人）との間に、 A社（同一
．．．．．． 

の者）による完全支配関係が継続することは見込まれていませんので、完全支配関係

がある法人間の分割における適格要件を満たしていません。

他方、この分割後においてもA社の保有するB社株式と C社株式の各保有割合はB

社株式40%(50％以下）、 C社株式60%(50％超）となる予定ですので、 A社（同一の

者）と C社（分割承継法人）との間にはA社（同一の者）による支配関係が継続する

ことが見込まれています。

また、 B社と C社との間で行われる分割では、甲事業に係る主要な資産・負債がB

3 



社からC社に移転し、甲事業に係る従業員全員が分割後にC社の業務に従事し、かつ、

分割後に甲事業がC社において引き続き行われることが見込まれています。更に、こ

の分割では、分割対価資産としてC社の株式（分割承継法人株式）以外の資産が交付

されませんので、この分割は、支配関係がある法人間の分割における適格要件である

主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件、事業継続要件及び対価要件を全て満た

しています。

したがって、 B社と C社との間で行われる分割は、適格分割に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤～⑨

（注記）

令和3年7ガ IH現在の法令・通達に基づいて作成してい茨六

4
 



20 分割後に適格合併が行われる場合の適格判定（分割法人が被合併法人となる場合）

【質問】

当社 (A社）を含む当グループでは、次のとおり組織再編成を行うことを予定してい

ます。
r.........................,......... ・・・ •三·...................................

i① 当社を分割法人、 B社を分割承継法人とする吸収分割（分社型分割）を行い、甲事I
l 業を当社からB社に移転する予定です。この分割では、当社にB社の株式のみが交付l
l されます。

（分割法人）1'........................ o 

： 甲事業 l........,•—........ .. 

B社 ！ 甲事業

（分割承継法人）

② 当社を被合併法人 資本関係のないC社を合併法人とする適格合併（共同事業要件

を満たすもの。）を行う予定です。

なお、当社に代わって新しく B社の株主となる C社は、この適格合併後もB社の発l

行済株式の全部を継続して保有する見込みです。

［合併前］ ［合併後］

消：人）亡⇒し汗三」

l......................................................~• ●●● ●●● ●●-·-············.—··一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．-·········.—●●● ●●~............................................................. l 

100％グループ内の分割の適格判定において、分割前に分割法人と分割承継法人との

間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割は、分割後も分割法人と分割承

継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係が継続することが求められて

いるようですが、このように、当社がB社に分割を行った後に当社（分割法人）を被合

併法人とする適格合併により当社が解散してしまうことが見込まれている場合、この分

割は適格分割に該当しないことになりますか。

【回答】

適格分割に該当します。

ー



【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。

（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に
よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーイ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全

支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配

関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割のうち、主要な資産負債の

移転要件像）、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件及び事業継続要件に
ついては、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］を参照して
ください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］

法法2十二の十ーロ

法令4の3⑥R I法令4の3⑦

分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれ

か一の法人の株式以外の資産の交付がないこと（その株式が交付され

る分割型分割の場合は、分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、

交付されるものに限ります。）。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 公割皿（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）ヒ公

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）上2
間にいずれか一方の法人による

完全支配関係がある分割の次の

イないし二の区分に応じてそれ

ぞれ次に定める関係（次のiiの

関係に該当するものを除きま

す。）

イ省略

ロ 新設分割以外の分割（イの

分割型分割を除きます。）竺立

2 

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

支配関係がある分割の次のイな

いし二の区分に応じてそれぞれ

次に定める関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

イ 省 略

ロ 新設分割以外の分割（イの

分割型分割を除きます。）のう



ちその分割前に分割法人と分

割承継法人との間にいずれか

一方の法人による完全支配関

係があるもの
…その分割後にその分割法人

と分割承継法人との間にその

いずれか一方の法人による完

全支配関係が継続することが

見込まれている場合における

その分割法人と分割承継法人

との間の関係
ハ・ニ省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による完
全支配関係がある分割の次のイ

ないし二の区分に応じてそれぞ

れ次に定める関係
イ～二省略

※ 上記i口の分割後に、上記i

ロの分割法人又は分割承継法人

のいずれか一方の法人を被合併

法人とする滴格合併を行うこと
が見込まれている場合には、そ

の適格合併に係る合併法人は、

その適格合併後においては、そ

のいずれか一方の法人とみなし
て、上記i口の規定を適用する

こととされています（法令4の

3R三）。

ちその分割前に分割法人と分

割承継法人との間にいずれか

一方の法人による支配関係が

あるもの

…その分割後にその分割法人

と分割承継法人との間にその
いずれか一方の法人による支

配関係が継続することが見込

まれている場合におけるその

分割法人と分割承継法人との

間の関係

ハ・ニ省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法
人）との間に同一の者による支

配関係がある分割の次のイない

し二の区分に応じてそれぞれ次

に定める関係
イ～二省略

省略

省略

省略

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

上記(1)又は(2)に該当する分割以外の分割のうち、共同事業要件（法令4の3⑧)

の全てに該当するもの

(4) 独立して事業を行うための分割（スピンオフ） （法法2十二の十ーニ）

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち一定の要件（法令4

の3⑨)の全てに該当するもの

3 



2 分割後に分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合

分割前に分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係

がある場合の分割は、分割後においても、そのいずれか一方の法人による完全支配関

係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされています（法令4の

3⑥ーロ）。

ただし、その分割後にそのいずれか一方の法人を被合併法人とする適格合併を行う

ことが見込まれている場合には、その適格合併後は合併法人をそのいずれか一方の法

人とみなすこととされ、そのみなされた合併法人とその分割法人又はその分割承継法

人との間にその合併法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることが

適格要件の一つとされています（法令4の3⑮三）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（分割法人）と B社（分割承継法人）との間で行われる分割（分

社型分割）前におけるA社と B社との間の関係は、 A社（いずれか一方の法人）によ

る完全支配関係に該当します。

また、この分割後、 A社（分割法人）を被合併法人とする適格合併が行われる見込

みのため、その適格合併に係る合併法人となるC社は、その適格合併後においては「分

割に係るいずれか一方の法人」すなわちA社とみなされることとなります。

そのため、この分割後においては、 C社 (A社とみなされた合併法人）と B社（分

割承継法人）との間にC社による完全支配関係が継続することが見込まれているとい

え、また、この分割では、分割対価資産としてB社の株式（分割承継法人株式）以外

の資産が交付されませんので、この分割は、完全支配関係がある法人間の分割におけ

る適格要件を全て満たしています。

したがって、 A社と B社との間で行われる分割は、適格分割に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤～⑨、R

｛注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥六
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21 分割後に適格合併が行われる場合の適格判定（分割承継法人が被合併法人となる場合）

【質問】

当社 (A社）を含む当グループでは、次のとおり組織再編成を行うことを予定してい

ます。・・ ・・ ··........................................................—· •• 

l① 当社を分割法人、 B社を分割承継法人とする吸収分割（分社型分割）を行い、甲事；

l 業を当社からB社に移転する予定です。この分割では、当社にB社の株式のみが交付：

され、当社はこの分割の時から②の適格合併を行う直前の時までB社の発行済株式の

全部を継続して保有する見込みです。

（分割法人）,........................9. 
：甲事業i,........... _.......... 

B社 ： 甲事業

（分割承継法人）

：② B社を被合併法人、資本関係のないC社を合併法人とする適格合併（共同事業要件

を滴たすもの。）を行う予定です。

［合併前］ ［合併後］

I応=|―⇔

し 消滅

i （合併法人） （被合併法人）

1.........................-•• ~・ •ー・~.................~ ••一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー·• ··...........................................................................-••一··............................... • 

100％グループ内の分割の適格判定において、分割前に分割法人と分割承継法人との

間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割は、分割後も分割法人と分割承

継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係が継続することが求められて

いるようですが、このように、当社がB社に分割を行った後にB社（分割承継法人）を

被合併法人とする適格合併により B社が解散してしまうことが見込まれている場合、こ

の分割は適格分割に該当しないことになりますか。

【回答】

適格分割に該当します。

【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。

1 



（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接
又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に
よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーイ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全

支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配

関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割のうち、主要な資産負債の

移転要件（※）、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件及び事業継続要件に
ついては、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］を参照して
ください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］

法法2十二の十ーロ

法令4の3⑥ I法令4の3⑦
分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれ

か一の法人の株式以外の資産の交付がないこと（その株式が交付され

る分割型分割の場合は、分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、

交付されるものに限ります。）。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

完全支配関係がある分割の次の

イないし二の区分に応じてそれ

ぞれ次に定める関係（次のiiの

関係に該当するものを除きま

す。）

イ省略

ロ 新設分割以外の分割（イの

分割型分割を除きます。）のう

ちその分割前に分割法人と分

割承継法人との間にいずれか

一方の法人による完全支配関

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

支配関係がある分割の次のイな

いし二の区分に応じてそれぞれ

次に定める関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

イ省略

ロ 新設分割以外の分割（イの

分割型分割を除きます。）のう

ちその分割前に分割法人と分

割承継法人との間にいずれか

一方の法人による支配関係が

2
 



係があるもの
…その分割後にその分割法人

と分割承継法人との間にその

いずれか一方の法人による完

全支配関係が継続すること

（その分割後に他方の法人

（その分割法人及び分割承継

法人のうち、そのいずれか一

方の法人以外の法人をいいま

す。）を被合併法人又は完全子

法人とする適格合併又は適格

株式分配を行うことが見込ま

れている場合には、その分割
の時からその適格合併又は適

格株式分配の直前の時までそ

の完全支配関係が継続するこ

上）が見込まれている場合に
おけるその分割法人と分割承

継法人との間の関係

ハ・ニ省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ
の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による完

全支配関係がある分割の次のイ
ないし二の区分に応じてそれぞ

れ次に定める関係
イ～二省略

あるもの
…その分割後にその分割法人

と分割承継法人との間にその

いずれか一方の法人による支
配関係が継続すること（その

分割後に他方の法人（その分

割法人及び分割承継法人のう

ち、そのいずれか一方の法人

以外の法人をいいます。）を被

合併法人とする適格合併を行

うことが見込まれている場合

には、その分割の時からその

適格合併の直前の時までその

支配関係が継続すること）が

見込まれている場合における
その分割法人と分割承継法人

との間の関係

ハ・ニ省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ
の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による支

配関係がある分割の次のイない

し二の区分に応じてそれぞれ次

に定める関係
イ～二省略

省賂

省略

省略

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

上記(1)又は(2)に該当する分割以外の分割のうち、共同事業要件（法令4の3⑧)

の全てに該当するもの

(4) 独立して事業を行うための分割（スピンオフ） （法法2十二の十ーニ）

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち一定の要件（法令4

の3⑨)の全てに該当するもの

3
 



2 分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場

合

分割前に分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係

がある場合の分割は、分割後においても、そのいずれか一方の法人による完全支配関

係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされています（法令4の

3⑥ーロ）。

ただし、その分割後に他方の法人（その分割法人及び分割承継法人のうち、そのい

ずれか一方の法人以外の法人）を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれて

いる場合には、その分割の時からその適格合併の直前の時までそのいずれか一方の法

人による完全支配関係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされ

ています（法令4の3⑥ーロ括弧書）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（分割法人）と B社（分割承継法人）との間で行われる分割（分

社型分割）前のA社と B社との間の関係は、 A社（いずれか一方の法人）による完全

支配関係があります。

また、この分割後、 B社（分割承継法人）を被合併法人とする適格合併が行われる

見込みであり、この分割の時からその適格合併の直前の時までA社と B社との間にA

社（いずれか一方の法人）による完全支配関係が継続することが見込まれています。

そして、この分割では、分割対価資産としてB社の株式（分割承継法人株式）以外

の資産が交付されませんので、この分割は、完全支配関係がある法人間の分割におけ

る適格要件を全て滴たしています。

したがって、 A社と B社との間で行われる分割は、適格分割に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤～⑨

（注記）

令和3年 7ガ 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい茨六
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22 分割後に適格合併が行われる場合の適格判定（同一の者が被合併法人となる場合）

【質問】

当社 (A社）を含む当グループでは、次のとおり組織再編成を行うことを予定してい

ます。
，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・•••...................,....................................................................................9 

l① 当社の100％子会社であるB社を分割法人、同じく 100％子会社であるC社を分割承：

＇ 継法人とする吸収分割（分割型分割）を行い、甲事業をB社からC社に移転する予定9

です。この分割では、当社にC社の株式のみが交付され、当社はこの分割後もC社の

発行済株式の全部を継続して保有する見込みです。

100% 

甲事業： c社
重，

（分割承継法人）

l② 当社を被合併法人、資本関係のないD社を合併法人とする適格合併（共同事業要件l
を満たすもの。）を行う予定です。

なお、当社に代わって新しく B社と C社の株主となるD社は、この適格合併後もCl

社の発行済株式の全部を継続して保有する見込みです。 i 

［合併前］ ［合併後］

（合併法人）

i •-····················· 

こ

100％グループ内の分割の適格判定において、分割前に分割法人と分割承継法人との

間に同一の者による完全支配関係がある分割（分割型分割）は、分割後もその同一の者

と分割承継法人との間に、その同一の者による完全支配関係が継続することが求められ

ているようですが、このように、 B社と C社との間で行われる分割後に当社（同一の者）

を被合併法人とする適格合併により当社が解散してしまうことが見込まれている場合、

この分割は適格分割に該当しないことになりますか。

【回答】

適格分割に該当します。

ー



【解説】

1 適格分割

適格分割とは、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかに該当する分割で分割対価資産

として分割承継法人又は分割承継親法人（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交

付されないものをいいます。

（注） 分割承継親法人とは、分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政令で定める関係とは、
分割の直前にその分割に係る分割承継法人とその分割承継法人以外の法人との間にその法人に
よる完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といいます。）があり、かつ、その分割後にその
分割承継法人とその法人（以下「親法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関
係が継続することが見込まれている場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二
の十一、法令4の3⑤)。

(1) 完全支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーイ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全

支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割

(2) 支配関係がある法人間の分割（法法2十二の十ーロ）

その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配

関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその分割のうち、主要な資産負債の

移転要件（※）、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、主要な資産負債の移転要件、従業者引継要件及び事業継続要件に
ついては、次表［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］を参照して
ください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の分割における適格要件］

法法2十二の十ーロ

法令4の3⑥R I法令4の3⑦

分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれ

か一の法人の株式以外の資産の交付がないこと（その株式が交付され

る分割型分割の場合は、分割法人の各株主等の有する持株数に応じて、

交付されるものに限ります。）。

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

完全支配関係がある分割の次の

イないし二の区分に応じてそれ

ぞれ次に定める関係（次のiiの

関係に該当するものを除きま

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 分割前（その分割が単独新設

分割の場合には、分割後）に分

割法人と分割承継法人（その分

割が複数新設分割の場合には、

分割法人と他の分割法人）との

間にいずれか一方の法人による

支配関係がある分割の次のイな

いし二の区分に応じてそれぞれ

次に定める関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

2
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す。）
イ～二省略

ii 分割前（その分割が単独新設

分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法
人）との間に同一の者による完

全支配関係がある分割の次のイ
ないし二の区分に応じてそれぞ

れ次に定める関係

イ 新設分割以外の分割型分割

（法法62の6①の分割を除き

ます。）のうちその分割型分割

前に分割法人と分割承継法人

との間に同一の者による完全
支配関係があるもの

…その分割型分割後にその同

ーの者とその分割承継法人と

の間にその同一の者による完

全支配関係が継続することが

見込まれている場合における

その分割法人と分割承継法人

との間の関係
ロ～二省略

※ 上記iiイの分割後に、上記ii

イの同一の者を被合併法人とす
る適格合併を行うことが見込ま

れている場合には、その適格合

併に係る合併法人は、その適格

合併後においては、その同一の
者とみなして、上記iiイの規定

を適用することとされている

（法令4の3⑮二）。

イ～二省略

ii 分割前（その分割が単独新設
分割である場合には、分割後）

に分割法人と分割承継法人（そ

の分割が複数新設分割である場

合には、分割法人と他の分割法

人）との間に同一の者による支

配関係がある分割の次のイない

し二の区分に応じてそれぞれ次

に定める関係

イ 新設分割以外の分割型分割
（法法62の6①の分割を除き

ます。）のうちその分割型分割

前に分割法人と分割承継法人
との間に同一の者による支配

関係があるもの

…その分割型分割後にその同

ーの者とその分割承継法人と

の間にその同一の者による支
配関係が継続することが見込

まれている場合におけるその

分割法人と分割承継法人との

間の関係
ロ～二省略

省略

省略

省略

(3) 共同で事業を行うための分割（法法2十二の十ーハ）

上記(1)又は(2)に該当する分割以外の分割のうち、共同事業要件（法令4の3⑧)

の全てに該当するもの

3
 



(4) 独立して事業を行うための分割（スピンオフ） （法法2十二の十ーニ）

分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもののうち一定の要件（法令4

の3⑨)の全てに該当するもの

2 分割後に同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合

分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係がある場合

の分割（分割型分割）は、分割後においても、その同一の者と分割承継法人との間に

その同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていることが適格要件の

一つとされています（法令4の3⑥ニイ）。

ただし、その分割後にその同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込

まれている場合には、その適格合併後は、合併法人をその同一の者とみなすこととさ

れ、そのみなされた合併法人と分割承継法人との間にその合併法人による完全支配関

係が継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされています（法令4の

3⑮二）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（分割法人）と C社（分割承継法人）との間で行われる分割（分

割型分割）前のB社と C社との間の関係は、 A社（同一の者）による完全支配関係が

あります。

また、この分割後、 A社（同一の者）を被合併法人とする適格合併が行われる見込

みのため、その適格合併に係る合併法人となるD社は、その適格合併後においては「同

ーの者」すなわちA社とみなされることとなります。

そのため、この分割後においては、 D社 (A社とみなされた合併法人）と C社（分

割承継法人）との間にD社による完全支配関係が継続することが見込まれているとい

え、また、この分割では、分割対価資産としてC社の株式（分割承継法人株式）以外

の資産が交付されませんので、この分割は、完全支配関係がある法人間の分割におけ

る適格要件を全て満たしています。

したがって、 B社と C社との間で行われる分割は、適格分割に該当します。

【関係法令通達】

法法2十二の十一

法令4の3⑤～⑨⑮

（注記）

令和3年 7月 1且現在の法令・通達に基づいて作成してい茨式
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23 分割事業に係る主要な資産及び負債の判定

【質問】

当社 (A社）は、自動車部品及び鉄道車両用部品の製造を業とする法人ですが、この

度、分割により鉄道車両用部品製造業を支配関係のあるB社へ移転する予定です。

この分割は、支配関係がある法人間の分割であることから、適格分割に該当するため

の要件の一つとして分割事業に係る主要な資産及び負債が移転することが求められま

すが、この分割で移転する鉄道車両用部品製造業の主要な資産及び負債にはどのような

ものが該当しますか。

1、

【回答】・

主要な資産に該当するものとしては、例えば、鉄道車両用部品製造業に係る工場用の

建物や鉄道車両用部品の製造設備などが考えられます。

【解説】

支配関係がある法人間の分割の適格要件の一つとして、法人税法第2条《定義》第12

号の11ロ(1)において「当該分割により分割事業（分割法人の分割前に行う事業のうち、

当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。……）に係る主

要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。」（以下「主要な資産負債の

移転要件」といいます。）が掲げられています。

この規定の適用上、分割事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分

割法人が分割事業を行う上でのその資産及び負債の重要性のほか、その資産及び負債の

種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定することとされています（法

基通 1-4-8)。したがって、どのような資産及び負債が「主要な資産及び負債」に該

当するかは、その分割事業の業種・業態により異なるものと考えられ一律に判定できる

ものではありませんが、例えば、製造業であれば工場の建物や製造設備は主要な資産と

考えられますし、貸金業であれば貸付金や借入金は主要な資産及び負債に該当するもの

と考えられます。

なお、これらの取扱いは、支配関係がある法人間の現物出資における主要な資産負債

の移転要件（法法2十二の十四口（1))や分割や現物出資の共同事業要件における主要な

資産負債の移転要件（法令4の3⑧三、⑨三、⑮三）についても同様となります。

一般論として分割事業に係る主要な資産及び負債の範囲を具体的に回答することは困

難ですが、ご質問の場合、分割事業が鉄道車両用部品製造業であることからすれば、少

なくとも、その製造に係る工場用の建物や鉄道車両用部品の製造設備などは主要な資産

に該当するものと考えられます。

【関係法令通達】

法法2十二の十ーロ（1)、十二の十四口(1)

法令4の3⑧三、⑨三、⑮三

法基通 1-4-8

（注紀）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成していま丸



24 外国法人が内国法人に対して現物出資を行った場合の適格判定

【質問】

当社 (A社、内国法人）は、 B社（外国法人）によって発行済株式の全部を保有され

ていますd

この度、当社は、 B社から国外にある事業所に属する資産（製造設備）を現物出資（以

下「本件現物出資」といいます。）により移転を受け、 B社に当社の株式を交付するこ

とを予定しています。

本件現物出資のように、外国法人を現物出資法人とし、内国法人を被現物出資法人と

する国外にある事業所に属する資産の移転は、適格現物出資に該当しますか。

（現物出資法人）

日本

（被現物出資法人）

【回答】

適格現物出資に該当しません。

【解説】

1 適格現物出資

適格現物出資とは、企業グルー、プ内の現物出資又は共同事業を営むための現物出資

のいずれかの現物出資で現物出資法人（注1)に被現物出資法人（注2)の株式（出資を含みま

す。）のみが交付されるものをいいますが、次の現物出資は除かれています（法法2+

二の十四）。

（注1) 現物出資法人とは、現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有

する負債の移転を行った法人をいいます（法法2十二の四）。

（注2) 被現物出資法人とは、現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せ

て負債の移転を受けた法人をいいます（法法2十二の五）。

(1) 外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債（以下「国

内資産等」といいます。）の移転を行う現物出資（その国内資産等の全部がその移転

によりその外国法人の恒久的施設（法法 2十二の十九）を通じて行う事業に係るも

のとなる現物出資は除かれています。） （法令4の3⑩)

※1 「政令で定める資産又は負債（国内資産等）」は、国内にある不動産、国内にある不動産の

上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権（以下「鉱業権」といいます。）及び採石法の規

定による採石権（以下「採石権」といいます。）その他国内にある事業所に属する資産又は負

堡とされ、外国法人の発行済株式等の総数の25％以上の数の株式を有している場合のその外国

法人の株式は国内資産等から除かれています（法令4の3⑩)。

※ 2 「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、そ



の資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記

帳されているかにより判定することとされ、国外にある事業所の帳簿に記帳されている

資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われて

いたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に

該当することになりまず（法基通 1-4-12)。

(2) 外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債

（以下「国外資産等」といいます。）の移転を行う現物出資

※ 「政令で定める資産又は負債（国外資産等）」は、国外にある事業所に属する資産（国内にあ

る不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業権及び採石権を除きます。）又は負債とさ

れています（法令4の3⑪)。

(3) 外国法人が他の外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資で、その国外資産等

の全部又は一部がその移転によりその他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業

に係るものとなる現物出資（法令4の3⑪)

(4) 内国法人が外国法人に特定国外資産等の移転を行う現物出資で、その特定国外資

産等の全部又は一部が外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとな

らない現物出資（法令4の 3⑫)

※ 「特定国外資産等」とは、国外資産等のうち、現金、預金、貯金、棚卸資産（不動産及

び不動産の上に存する権利を除きます。）及び有価証券以外の資産で、現物出資の日以前

1年以内に内部取引等により国外資産等となったものをいいます（法令4の3⑫)。

(5) 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴うその新株予約権付社債につ

いての社債の給付

2 本問への当てはめ

ご質問の本件現物出資は、外国法人であるB社が内国法人であるA社に対して国外

にある事業所に属する資産の移転を行うものですので、上記1(2)の適格現物出資から

除かれる現物出資に該当することになります。

したがって、 B社がA社に対して行う本件現物出資は、適格現物出資に該当しませ

ん。

【関係法令通達】

法法2十二の四、十二の五、十二の十四、十二の十九

法令4の3⑩⑪⑫

法基通 1-4-12

（注祀）

令和3年7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい茨吹，
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25 株式交換後に適格合併が行われる場合の適格判定（株式交換等完全親法人が被合併法

人となる場合）
I 
【質問】

当社 (A社）を含む当グループでは、次のとおり組織再編成を行う予定です。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・...................................................... -•............................................. 

l ① 当社を株式交換等完全親法人とし、当社が発行済株式の60％を保有する B社を株l
l 式交換等完全子法人とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）を行うl
l 予定です。

l 本件株式交換では、 B社の発行済株式の40％を保有するC社に対して、当社の株l
l 式のみが交付されます。また、当社は、本件株式交換の時から次の②の適格合併のl
l 直前までB社の発行済株式の全部を継続して保有する見込みです。 i 

［株式交換時］ ［株式交換後］ l 

亨 口言
I② 当社を被合併法人、 B社を合併法人とする適格合併（逆さ合併）を行う予定です。i

I ［合併前］ ［合併後］ ＇ 

岱 滅 ⇒］筐］
と．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー·......................................................—●●●●●一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー·・・・ ••一····................-•...........................．．ー·............-.............I

グループ内の適格株式交換等の判定において、株式交換等前に株式交換等完全子法人

と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある株式交換

等は、株式交換等後もそのいずれか一方の法人による支配関係が継続することが見込ま

れていることが求められているようですが、本件株式交換のように、当社と B社との間

で行われる本件株式交換後に当社を被合併法人とする適格合併により当社が解散して

しまうことが見込まれている場合には適格株式交換等に該当しないことになりますか。

なお、本件株式交換では、 B社の従業者の全員が本件株式交換後も引き続きB社の業

務に従事すること及びB社の本件株式交換前に行う主要な事業が本件株式交換後もB

社において引き続き行われることが見込まれています。

【回答】

適格株式交換等に該当します。



【解説】

1 適格株式交換等

適格株式交換等とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する株式交換等（注

1)で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親

法人（注2)のいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないものをいいます。

（注1)株式交換等とは、株式交換並びに全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理
及び株式売渡請求による完全子会社化（問26「株式の併合を利用してスクイーズアウト（完全
子会社化）する場合の適格判定」【解説】 1参照）をいいます（法法2十二の十六）。

（注2)株式交換完全支配親法人とは、株式交換完全親法人との間にその株式交換完全親法人の発行
済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、こ
の政令で定める関係とは、株式交換の直前にその株式交換に係る株式交換完全親法人とその株
式交換完全親法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下「直前完全支配関係」
といいます。）があり、かつ、その株式交換後にその株式交換完全親法人とその法人（以下「親
法人」といいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続することが見込まれてい
る場合におけるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の十七、法令4の3⑰)。

(1) 完全支配関係がある法人間の株式交換（法法2十二の十七イ）

その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にその株式

交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその

株式交換

(2) 支配関係がある法人間の株式交換等（法法2十二の十七口）

その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にい

ずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその株

式交換等のうち、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配関
係又は支配関係がある法人間の株式交換等における適格要件］を参照してください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の株式交換等における適格要件］

法法2十二の十七イ

法令4の3⑱

法法2十二の十七ロ

法令4の3⑲

株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交

換完全支配親法人のいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されな

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係があること。

i 株式交換前に株式交換完全子

法人と株式交換完全親法人との

間にその株式交換完全親法人に

よる完全支配関係があり、かつ、

その株式交換後にその株式交換

完全子法人と株式交換完全親法

次のi又はiiに掲げるいずれか

の関係（左記のi又はiiに掲げる

関係に該当するものを除きます。）

があること。

i 株式交換等前に株式交換等完

全子法人と株式交換等完全親法

人との間にいずれか一方の法人

による支配関係があり、かつ、

その株式交換等後にその株式交

換等完全子法人と株式交換等完
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人との間にその株式交換完全親

法人による完全支配関係が継続
することが見込まれている場合

におけるその株式交換完全子法
人と株式交換完全親法人との間

の関係（次のiiの関係に該当す

るものを除きます。）

全親法人との間にそのいずれか

一方の法人による支配関係が継

続すること・（その株式交換等後

に次のイ及び口の適格合併を行

うことが見込まれている場合に

は それぞれに定める要件に該

当すること）が見込まれている

場合におけるその株式交換等完

全子法人と株式交換等完全親法
人との間の関係（次のiiの関係

に該当するものを除きます。）

イ その株式交換等完全親法人

を被合併法人とする適格合併
（以下、 iにおいて「特定適

格合併」といいます。）

…その株式交換等の時からそ
の特定適格合併の直前の時ま

で、その株式交換等完全子法

人と株式交換等完全親法人と

の間にその株式交換等完全親

法人による完全支配関係が継
続し、その特定適格合併後に、

その株式交換等完全子法人と
その特定適格合併に係る合併

法人との間にその合併法人に

よる完全支配関係が継続する

こと（その株式交換等後に次
の口に掲げる適格合併を行う

ことが見込まれている場合に
は、口に定める要件に該当す

ること）。
ロ その株式交換等完全親法人

（特定適格合併に係る合併法

人を含みます。以下同じ。）又

は株式交換等完全子法人盆速

合併法人とする滴格合併（土
の株式交換等完全親法人を被

合併法人とする適格合併にあ

っては、その株式交換等完全

子法人を合併法人とするもの
に限ります。）

…その株式交換等の時からそ

の適格合併の直前の時まで、

その株式交換等完全子法人と

株式交換等完全親法人との間

にその株式交換等完全親法人

による完全支配関係が継続す

ゑ。

3
 



ii 株式交換前に株式交換完全子

法人と株式交換完全親法人との

間に同一の者による完全支配関

係があり、かつ、次のイないし
ニに掲げる要件の全てに該当す

ることが見込まれている場合に

おけるその株式交換完全子法人

と株式交換完全親法人との間の
関係

イ～二省略

ii 株式交換等前に株式交換等完

全子法入と株式交換等完全親法
人との間に同一の者による支配

関係があり、かつ、次のイない

しハに掲げる要件の全てに該当

することが見込まれている場合

におけるその株式交換等完全子

法人と株式交換等完全親法人と

の間の関係

イ～ハ省略

その株式交換等完全子法人の株

式交換等の直前の従業者のうち、
その総数のおおむね80％以上に相

当する数の者がその株式交換等完
全子法人の業務に引き続き従事す

ることが見込まれていること。

．その株式交換等完全子法人のそ

の株式交換等前に行う主要な事業
が、その株式交換等完全子法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための株式交換（法法2十二の十七ハ）

上記(1)又は(2)に該当する株式交換以外の株式交換のうち、共同事業要件（法令4

の3⑳)の全てに該当するもの

2 株式交換等後に株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見

込まれている場合

株式交換等前に株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一

方の法人による支配関係がある場合の株式交換等は、株式交換等後に、株式交換等完

全子法人と株式交換等完全親法人との間にそのいずれか一方の法人による支配関係が

継続することが見込まれていることが適格要件の一つとされています（法令4の3⑲

ー）。

ただし、その株式交換等後に、その株式交換等完全親法人を被合併法人とし、その

株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合に

は、その株式交換等の時からその適格合併の直前の時までその株式交換等完全子法人

と株式交換等完全親法人との間にその株式交換等完全親法人による完全支配関係が継

続することが適格要件の一つとされています（法令4の3⑲ーロ）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、本件株式交換前において、 A社（株式交換等完全親法人）はB社（株

式交換等完全子法人）の発行済株式の 60％を保有するため、本件株式交換前のA社と

B社との間には、 A社（株式交換等完全親法人）による支配関係があります。

一方、本件株式交換後のA社と B社との間には、 A社を被合併法人とし、 B社を合

4 



併法人とする適格合併により A社が解散することが見込まれているため、 A社による

支配関係が継続することは見込まれていませんが、本件株式交換の時からその適格合

併の直前の時まで、 A社（株式交換等完全親法人）と B社（株式交換等完全子法人）

との間にA社（株式交換等完全親法人）による完全支配関係が継続することが見込ま

れています。

また、本件株式交換では、 B社の従業者の全員が本件株式交換後もB社において引

き続きB社の業務に従事し、 B社の本件株式交換前に行う主要な事業が本件株式交換

後も引き続き行われることが見込まれており、更に本件株式交換の対価としてA社の

株式以外の資産が交付されませんので、本件株式交換は、支配関係がある法人間の株

式交換等における適格要件である従業者引継要件、事業継続要件及び対価要件を全て

満たしています。

したがって、 A社と B社との間で行われる本件株式交換は、適格株式交換等に該当

します。

【関係法令通達】

法法2十二の十七

法令4の3⑱～⑳

｛注記）

令和3年 7月1H現在の法令・通遠に基づいて作成していま丸
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26 株式の併合を利用してスクイーズアウト（完全子会社化）する場合の適格判定

【質問】

当社 (A社）は、当社が発行済株式の90％を保有している B社を当社の完全子会社と

するために、株式併合（以下「本件株式併合」といいます。）により少数株主の保有する

B社株式を 1株未満の端数にした上で、当該端数の全てを取得し、本件株式併合後、 B

社株式の全てを継続して保有する予定です。

なお、本件株式併合により生じる B社株式の端数について、当社は、少数株主に対し、

その対価を金銭で交付する予定です。

ところで、株式併合の端数処理についても、株式交換と同様に組織再編税制の下に位

懺付けられたと聞いていますが、 B社株式の端数の対価を金銭で交付する予定の本件株

式併合は、適格株式交換等に該当しますか。

なお、本件株式併合の直前のB社の従業者の全員が本件株式併合後も引き続き B社の

業務に従事すること及びB社の本件株式併合前に行う主要な事業が本件株式併合後も

B社において引き続き行われることが見込まれています。

A社 I I 少数株主

90%'¥. / 10% 

［株式併合前］

【回答】

適格株式交換等に該当します。

【解説】

1 株式交換等

⇒ A社

90% 
↓ 

o.麟

さ ｀ 
，，＇ （端数）

、' ⇒ 買取

株式交換等とは、株式交換及び次の(1)から(3)までに掲げる行為により対象法人（それ

ぞれ(1)から(3)までの法人をいいます。）が、それぞれ(1)若しくは(2)の最大株主等である

法人又は(3)の一の株主等である法人との間に完全支配関係を有することとなることを

いいます（法法2十二の十六）。

(1) 全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価としてその全部取

得条項付種類株式を発行した法人の最大株主等（注）以外の全ての株主等に 1に満たな

い端数の株式以外のその法人の株式が交付されないこととなる場合のその取得決議

（注） 最大株主等とは、全部取得条項付種類株式を発行した法人以外のその法人の株主等のうちそ
の有するその法人の株式の数が最も多い者をいいます（法法2十二の十六イ括弧書）。

(2) 株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等（注）以外の全ての株主等の有する

こととなるその法人の株式の数が 1に満たない端数となるもの

（注） 最大株主等とは、株式の併合をした法人以外のその法人の株主等のうちその有するその法人
の株式の数が最も多い者をいいます（法法2十二の十六口括弧書）。



(3) 株式売渡請求に係る法人の承認により法令（外国の法令を含みます。）の規定に基

づきその法人の発行済株式等の全部がその請求を行った一の株主等に取得されるこ

ととなる場合のその承認

2 適格株式交換等

適格株式交換等とは、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する株式交換等で

株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人

（注）のいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないものをいいます。

（注）株式交換完全支配親法人とは、株式交換完全親法人との間にその株式交換完全親法人の発行済
株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいい、この政
令で定める関係とは、株式交換の直前にその株式交換に係る株式交換完全親法人とその株式交換
完全親法人以外の法人との間にその法人による完全支配関係（以下「直前完全支配関係」といい
ます。）があり、かつ、その株式交換後にその株式交換完全親法人とその法人（以下「親法人」と
いいます。）との間にその親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合にお
けるその直前完全支配関係をいいます（法法2十二の十七、法令4の3⑰)。

(1) 完全支配関係がある法人間の株式交換（法法2十二の十七イ）

省略

(2) 支配関係がある法人間の株式交換等（法法2十二の十七口）

その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にい

ずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係（※）がある場合のその株

式交換等のうち、従業者引継要件（※）及び事業継続要件（※）の全てに該当するもの

※ その他の政令で定める関係、従業者引継要件及び事業継続要件については、次表［完全支配関
係又は支配関係がある法人間の株式交換等における適格要件］を参照してください。

［完全支配関係又は支配関係がある法人間の株式交換等における適格要件］

法法2十二の十七ロ

法令4の 3⑱ I法令4の 3⑲

株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交

換完全支配親法人のいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されな

いこと。
i・万蘊、•藤函涵・函蘊涵女紆ぎ五涵茫どどぎ五ぞふ百壌函謡み資函か
！らは、次のような資産は除かれています（法法2十二の十七括弧書）。
i 上記 1(1)の取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資
！産、上記1(1)の行為に係る 1に満たない端数の株式又は上記 1(2)の行為により生
，iじる 1に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及
iび上記1(3)の取得の対価として交付される金銭その他の資産

のは盆ぷ：芸：こりげるいずれか1の忠な1（えは；「りば：：」：井な
関係に該当するものを除きます。）

があること。

省 略 I i 株式交換等前に株式交換等完

全子法人と株式交換等完全親法

人との間にいずれか一方の法人

による支配関係があり、かつ、
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その株式交換等後にその株式交

換等完全子法人と株式交換等完

全親法人との間にそのいずれか

一方の法人による支配関係が継

続することが見込まれている場

合におけるその株式交換等完全

子法人と株式交換等完全親法人

との間の関係（次のiiの関係に

該当するものを除きます。）

省略 I ii省略

その株式交換等完全子法人の株

式交換等の直前の従業者のうち、

その総数のおおむね80％以上に相

当する数の者がその株式交換等完

全子法人の業務に引き続き従事す

ることが見込まれていること。

その株式交換等完全子法人のそ

の株式交換等前に行う主要な事業

が、その株式交換等完全子法人に

おいて引き続き行われることが見

込まれていること。

(3) 共同で事業を行うための株式交換（法法2十二の十七ハ）

省略

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、本件株式併合により B社の最大株主等であるA社以外の少数株主の

保有するB社株式の数が 1に満たない端数となり、 A社は、当該端数の全てについて金

銭を対価として取得することでB社と A社との間にA社による完全支配関係が生じる

ため、本件株式併合は株式交換等に該当します。

そして、本件株式併合前にB社（株式交換等完全子法人）とA社（株式交換等完全親

法人）との間にA社による支配関係があり、かつ、本件株式併合後にB社とA社との間

にA社による支配関係が継続することが見込まれています。

また、本件株式併合では、 B社の本件株式併合の直前のB社の従業者の全員が本件株

式併合後も引き続き B社の業務に従事し、 B社の本件株式併合前に行う主要な事業が

本件株式併合後もB社において引き続き行われることが見込まれています。

加えて、本件株式併合により生じる 1に滴たない端数の株式の取得の対価として交

付される金銭については、対価要件の「株式以外の資産が交付されないもの」とされて

いる「株式以外の資産」から除かれていますので、本件株式併合は、支配関係がある法

人間の株式交換等における適格要件である従業者引継要件、事業継続要件及び対価要

件を全て滴たしています。

したがって、 A社と B社との間で行われる本件株式併合は、適格株式交換等に該当し

ます。
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【関係法令通達】

法法2十二の十六、 2十二の十七

法令4の3⑱～⑳

（注記）

令和3年 7ガ1且現在の法令・通達に基づいて作成していま尤
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27 適格合併等が行われた場合の未処理欠損金額の引継制限措置等の除外（みなし共同事

墨竪性を満たす場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和 3年 3月 1日に、 B社を買収 (B社の発行済株式の

全部を取得）し、令和 3年 7月 1日に、自己を合併法人、 B社を被合併法人とする適格

合併を行う予定です。

この適格合併は、みなし共同事業要件を満たすものです。

B社は、未処理欠損金額を有していますが、この適格合併を行った場合、当社は、こ

の未処理欠損金額を引き継ぐことができますか。また、当社も欠損金額を有しています

が、この適格合併後、欠損金額の繰越控除について何らかの制限を受けますか。

適格合併の日の属

する事業年度開始

の日の5年前の日

H28. 3. 31 

A社

（合併法人）

B社

（被合併法人）

【回答】

5年
適格合併の日

R3. 7.1 

R3. 3.1 
買収

（支配関係発生日）

適格合併の日

の属する事業

年度開始の日

R3. 4.1 

B社の有する未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

また、欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注l（適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、



かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この末処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが末処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に

掲げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引

継ぎを受ける末処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、

その適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けること

なく末処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併が次のiからivまでの要件又はi及びVの要件（みなし共同事
業要件）を満たす場合（法法57③、法令 112③)
i 事業関連性要件

被合併法人の被合併事業（注1)と合併法人の合併事業（注2)とが相互に関連す

るものであること。
ii 事業規模要件

被合併事業と合併事業（その被合併事業と関連する事業に限ります。）の

それぞれの売上金額、被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、被合
併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額又はこれらに準ずるものの規模の

割合がおおむね5倍の範囲内であること。

iii 被合併事業の規模継続要件

被合併事業が被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることと
なった時（以下「被合併法人支配関係発生時」といいます。）から適格合併

の直前の時まで継続して行われており、かつ、その被合併法人支配関係発生
時とその適格合併の直前の時におけるその被合併事業の規模（上記iiの規模

の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限ります。）の割合がおおむね

2倍の範囲内であること。

iv 合併事業の規模継続要件

合併事業（被合併事業と関連する事業に限ります。）が合併法人と被合併

法人との間に最後に支配関係があることとなった時（以下「合併法人支配関

係発生時」といいます。）から適格合併の直前の時まで継続して行われてお

り、かつ、その合併法人支配関係発生時とその適格合併の直前の時における
その合併事業の規模（上記iiの規模の割合の計算の基礎とした指標に係るも

のに限ります。）の割合がおおむね2倍の範囲内であること。

V 特定役員引継要件
被合併法人の適格合併の前における特定役員（社長、副社長、代表取締役、

代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の
経営に従事している者をいいます。）である者のいずれかの者と合併法人の

その適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者とがその適格合
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併の後にその合併法人の特定役員となることが見込まれていること。

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の 5年前の日後に設立された法人である場合（法人税法施行令第 112条《適

格合併等による欠損金の引継ぎ等》第4項第2号イからハに掲げる場合※を除き

ます。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人の設

立の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係が

あるとき（法法57③、法令 112④二）。

※ 法人税法施行令第 112条第4項第2号イからハまでにおいては、合併法人が、未処理欠
損金額を有する法人を買収し、その後、被合併法人を設立し、他の適格合併を行うこと等
により不当に末処理欠損金額を利用することが可能となる場合が掲げられています。

（注1) 被合併事業とは、被合併法人の適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業を

いいます。
（注2) 合併事業とは、合併法人の適格合併の前に行う事業のうちのいずれかの事業をいいます。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額から、次のイ及び口の欠損金額を控除

した金額となります（法法57③、法令 112⑤)。

イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）前の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。次の口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令112⑤)。
① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損
のある簿価1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、すでに繰越控除された金額等

3 合併法人の欠損金額に係る制限

内国法人と支配関係のある法人との間で、その内国法人を合併法人等（合併法人、

分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいいます。）とする適格合併等（適

格合併若しくは非適格合併で法人税法第61条の13《完全支配関係がある法人間の取引

の損益》第 1項の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
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をいいます。）が行われた場合において、その適格合併等が上記2(1)［引継制限を受け

ない場合］に掲げる場合のいずれにも該当しない場合、被合併法人の未処理欠損金額

の引継ぎに係る制限と同様に、合併法人等は、合併法人等の有する欠損金額の繰越控．

除についても制限を受けることになります（法法57④、法令112⑨⑩⑪)。

4 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間で行われる適格合併

は、みなし共同事業要件を満たす場合（上記2(1)［引継制限を受けない場合］のイ）

に該当しますので、 A社は、 B社の有する未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

また、 A社は、自己の有する欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【関係法令通達】

法法57①～④

法令 112①、③～⑤、⑨、⑩、⑪

｛注記）

令和3年7ガ 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい茨式
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28 適格合併等が行われた場合の未処理欠損金額の引継制限措置等の除外（合併法人の適

格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合）

【資問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和 3年 7月 1日に、自己を合併法人、 100％子会社であ

るB社を被合併法人とする適格合併を行う予定です。

この適格合併は、みなし共同事業要件を満たさないものですが、当社と B社との間に

は、平成 27年4月 1日から継続して支配関係があります。

B社は、未処理欠損金額を有していますが、この適格合併を行った場合、当社は、こ

の未処理欠損金額を引き継ぐことができますか。また、当社も欠損金額を有しています

が、この適格合併後、欠損金額の繰越控除について何らかの制限を受けますか。

I 
適格合併の日の属

する事業年度開始

の日の 5年前の日

H28. 3. 31 

A社

適格合併の日

（合併法人）

B社

（被合併法人）
H27. 4. 1 

支配関係発生日

【回答】

B社の有する未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

また、欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

適格合併の日

の属する事業

年度開始の日

R3. 4.1 

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう
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ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年
以内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に

掲げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引

継ぎを受ける末処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、

その適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けること

なく末処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合（法法57③、法令 112③)

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

（例）

逝格合併の日の属する事業
年度開始の日の5年前の日

（合併法人）

（被合併法人）

支配関係発生日

5年

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の5年前の日後に設立された法人である場合（法人税法施行令第 112条《適

格合併等による欠損金の引継ぎ等》第4項第2号イからハに掲げる場合※を除き

ます。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人の設

立の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係が

あるとき（法法57③、法令 112④二）。

※ 法人税法施行令第 112条第4項第2号イからハにおいては、合併法人が、未処理欠損金
額を有する法人を買収し、その後、被合併法人を設立し、他の適格合併を行うこと等によ
り不当に末処理欠損金額を利用することが可能となる場合が掲げられています。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額'

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の末処理欠損金額から、次のイ及ぴ口の欠損金額を控除

した金額となります（法法57③、法令 112⑤)。
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イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）前の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度込総の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令112⑤)。
① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損

のある簿価 1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、既に繰越控除された金額等

3 合併法人の欠損金額に係る制限

内国法人と支配関係のある法人との間で、その内国法人を合併法人等（合併法人、

分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいいます。）とする適格合併等（適

格合併若しくは非適格合併で法人税法第61条の13《完全支配関係がある法人間の取引

の損益》第 1項の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配

をいいます。）が行われた場合において、その適格合併等が上記2(1)［引継制限を受け

ない場合］に掲げる場合のいずれにも該当しない場合、被合併法人の未処理欠損金額

の引継ぎに係る制限と同様に、合併法人等は、合併法人等の有する欠損金額の繰越控

除についても制限を受けることになります（法法57④、法令112⑨⑩⑪)。

4 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間で行われる適格合併

は、 A社と B社との間にA社の適格合併の日（令和 3年 7月 1H)の属する事業年度

開始の日（令和3年4月1日）の 5年前の日（平成 28年 3月 31H)から継続して支

配関係がある場合（上記2(1)［引継制限を受けない場合］の口）に該当しますので、

A社は、 B社の有する末処理欠損金額を引き継ぐことができます。

また、 A社は、自己の有する欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【関係法令通達】

法法57①～④

法令 112①、③～⑤、⑨、⑩、⑪

（注記）

令和3年7ガ IB現在の法令・通達に基づいて作成してい哀六
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29 適格合併等が行われた場合の未処理欠損金額の引継制限措置等の除外（被合併法人の

設立の日から継続して支配関係がある場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和 3年 10月 1日に、自己を合併法人、 100％子会社で

あるB社を被合併法人とする適格合併を行う予定です。

この適格合併は、みなし共同事業要件を満たさないものですが、当社と B社との間に

は、 B社の設立の日である平成30年4月 1日から継続して支配関係があります。

B社は、未処理欠損金額を有していますが、この適格合併を行った場合、当社は、こ

の未処理欠損金額を引き継ぐことができますか。また、当社も欠損金額を有しています

が、この適格合併後、欠損金額の繰越控除について何らかの制限を受けますか。

適格合併の日の属する事業

年度開始の日の 5年前の日

H28. 3. 31 

A社

（合併法人）

B社

（被合併法人）

【回答】

5年

B社の有する未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

適格合併の日
R3. 10. 1 

適格合併の日

の属する事業

年度開始の日

R3. 4.1 

また、欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に末処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう
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ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月 1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次に掲げる場合のいずれにも該当し

ない場合、合併法人は、被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額について制

限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、その適格合併が次に掲げる場合のいずれ

かに該当する場合には、制限を受けることなく未処理欠損金額を引き継ぐことがで

きます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合（法法57③、法令 112③)

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の 5年前の日後に設立された法人である場合（法人税法施行令第 112条《適

格合併等による欠損金の引継ぎ等》第4項第2号イからハに掲げる場合※を除き

ます。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人の設

立の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係が

あるとき（法法 57③、法令 112④二）。

（例）

5年
適格合併の日

（合併法人）

（被合併法人）

※ 法人税法施行令第 112条第4項第2号イからハにおいては、合併法人が、未処理欠損金
額を有する法人を買収し、その後、被合併法人を設立し、他の適格合併を行うこと等によ
り不当に末処理欠損金額を利用することが可能となる場合が掲げられています。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額から、次のイ及び口の欠損金額を控除

した金額となります（法法57③、法令 112⑤)。

イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に
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最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）胞の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度込毯の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令112⑤)。
① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損

のある簿価1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、すでに繰越控除された金額等

3 合併法人の欠損金額に係る制限

内国法人と支配関係のある法人との間で、その内国法人を合併法人等（合併法人、

分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいいます。）とする適格合併等（適

格合併若しくは非適格合併で法人税法第61条の13《完全支配関係がある法人間の取引

の損益》第 1項の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配

をいいます。）が行われた場合において、その適格合併等が上記2(1)［引継制限を受け

ない場合］に掲げる場合のいずれにも該当しない場合、被合併法人の末処理欠損金額

の引継ぎに係る制限と同様に、合併法人等は、合併法人等の有する欠損金額の繰越控

除についても制限を受けることになります（法法57④、法令112⑨⑩⑪)。

4 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（被合併法人）がA社（合併法人）の適格合併の日（令和3年

10月 1日）の属する事業年度開始の日（令和3年4月 1日）の 5年前の日（平成 28年

3月 31日）後に設立された法人で、 A社と B社との間にB社の設立の日（平成 30年

4月 1日）から継続して支配関係がある場合（上記2(1)［引継制限を受けない場合］

のハ）に該当しますので、上記2(1)［引継制限を受けない場合］のハから除かれる場

合に該当しない限り、 A社は、 B社の有する未処理欠損金額を引き継ぐことができま

す。

また、 A社は、自己の有する欠損金額の繰越控除についても何ら制限を受けません。

【関係法令通達］

法法 57①～④

法令 112①、③～⑤、⑨、⑩、⑪

｛注記）

令和3年7ガ 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥丸
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30 適格合併が行われた場合において、被合併法人の設立の日から継続して支配関係があ

る場合の未処理欠損金額の引継制限（適格合併の日以前に被合併法人が他の適格合併を

行っている場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算）を含む当グループでは、次の①及び②の組織再編成等を過去

に行っています。r •• •-------------- --------------------------------------------- ------ ------- ---------------------------------- -----

，① 当社は、令和 3年4月1日に、青色欠損金額を有するC社を買収（発行済株式の全

i 部を取得）し、同年5月1日に、 100％出資により B社 (3月決算）を設立しました。
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 l② B社は、令和 3年6月1日に、自己を合併法人、 C社を被合併法人とする適格合併

R3. 5.1設立

を行い、 C社の有する青色欠損金額の引継ぎを受けています。

100% 

⇔
 .... 

i▲-
i社一

文
し
~

．
．
 
．
．
 

．
．
 
．
．
 

．
 

（合併法人） （被合併法人）9...,...........-................-..............................999- ------..,....................................,..,...,...... 

この度、当社は、令和 3年7月 1Hに、自己を合併法人、 100％子会社であるB社を

被合併法人とする適格合併を行う予定です。

この適格合併は、みなし共同事業要件を満たしていません。

この適格合併を行った場合、当社は、 B社の有する青色欠損金額を引き継ぐことがで

きますか。

なお、 B社がC社から引継ぎを受けた未処理欠損金額は、全てA社と B社との間に

最後に支配関係があることとなったH （令和 3年5月1日）の属するB社の事業年度

前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものです。

（合併法人）

汀 ⇔国
....................... 
l B社▲i............................ 
（被合併法人）

【回答】

B社の有する青色欠損金額（未処理欠損金額）を引き継ぐことはできません。



【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月 1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に

掲げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引

継ぎを受ける未処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、

その適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けること

なく未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併がみなし共同事業要件を滴たす場合（法法57③、法令 112③).

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の 5年前の日後に設立された法人である場合（次の①から③までに掲げる場

合を除きます。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併

法人の設立の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支

配関係があるとき（法法57③、法令 112④一）。
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① その合併法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適

格合併（事前に行われた適格合併）で、その被合併法人（今回の合併に係る

被合併法人）を設立するもの又はその合併法人とその他の内国法人との間に

最後に支配関係があることとなった日以後に設立されたその被合併法人（今

回の合併に係る被合併法人）を合併法人とするものが行われていた場合（同

日が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日以前で

ある場合を除きます。）

② その合併法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった

日以後に設立されたその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）との間

に完全支配関係がある当該他の内国法人（その合併法人との間に支配関係が

あるものに限ります。）でその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）が

発行済株式等の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合

（同日が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日以

前である場合を除きます。）

③ その被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）との間に支配関係がある

他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適

格組織再編成等（注） （事前に行われた適格組織再編成等）で、その合併法人を

設立するもの又はその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）と当該他

の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立されたその

合併法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法

人とするものが行われていた場合（同日が合併法人の適格合併の日の属する

事業年度開始の日の5年前の日以前である場合を除きます。）
（注） 適格合併若しくは非適格合併で法人税法第 61条の 13《完全支配関係がある法人の

間の取引の損益》第 1項の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格
現物分配をいいます（法法57④)。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額から、次のイ及び口の欠損金額を控除

した金額となります（法法 57③、法令 112⑤)。

イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）皿の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度込総の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令 112⑤)。
① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損

のある簿価1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、既に繰越控除された金額等
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3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（被合併法人）はA社（合併法人）の適格合併の日（令和 3年7

月1日）の属する事業年度開始の日（令和3年4月1日）の5年前の日（平成28年3月

31日）後に設立された法人ですが、 A社と B社との間で行われる適格合併の日（令和 3

年7月1日）以前に、 A社との間に支配関係がある C社（他の内国法人）を被合併法人、

A社と C社との間に最後に支配関係があることとなった日（令和 3年4月1日）以後に

設立されたB社を合併法人とする適格合併が行われています（上記2(1)［引継制限を受

けない場合］のハ①の下線部に該当します。）ので、引継制限の規定が適用されない場合

には該当しません。

また、 B社がC社から引継ぎを受けた未処理欠損金額は全てA社と B社との間に最後

に支配関係があることとなった日（令和 3年5月1日）の属するB社の事業年度前の事

業年度において生じたものであることから、 A社は、 B社が有する未処理欠損金額の全

てを引き継ぐことはできません。

【参考】

［引継制限を受けない場合］のハの①が、引継制限の規定が適用されない場合から除か

れている趣旨

ご質問の場合、仮に、 A社がB社を設立せずにC社と適格合併を行った場合、 A社と

C社との間にはこの適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日から継続して

支配関係がなく、 A社の設立の日又はC社の設立の日のいずれか遅い日からも継続して

支配関係がありませんので、その合併がみなし共同事業要件を滴たさなければ、その合

併は、［引継制限を受けない場合］に掲げるいずれにも該当しないため、 A社はC社が有

する未処理欠損金額を引き継ぐことができません。

しかしながら、ご質間のように、 B社を設立し、 C社が有する未処理欠損金額をB社

に引き継いだ後、 A社を合併法人、 B社を被合併法人とすれば、 A社と B社との間には、

B社の設立の日から継続して支配関係があるため、仮に［引継制限を受けない場合］の

ハの①の規定がない場合には、その合併は［引継制限を受けない場合］のハの場合に該

当することになり、結果、 A社は、 B社を設立することにより、 C社の有していた未処

理欠損金額を引き継ぐことが可能となってしまいます。

このため、［引継制限を受けない場合］のハからは、このようなことが可能となる①を

除いているところです。

【関係法令通達】

法法 57①～③法令 112①、③～⑤

（注紀）

令和3年7月1H滉在の法令・通逮に基づいて作成してい法式
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31 適格合併が行われた場合において、被合併法人の設立の日から継続して支配関係があ

る場合の未処理欠損金額の引継制限（適格合併の日以前に被合併法人の100％子会社の残

余財産が確定していた場合）

【質問】

当社（A社、 3月決算）を含む当グループでは、次の①及び②の組織再編成等を過去

に行っています。........ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ • •• ・ ・ ・・ ・・・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・・................... • ・ ・・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ •. 

l ① 当社は、令和 3年2月 1日に、青色欠損金額を有するC社を買収（発行済株式の全i

l 部を取得）し、同年3月 1日に、 C社株式を現物出資することにより B社 (3月決算）l
を設立しました。

立設ー＆
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（現物出資法人）
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（被現物出資法人）l

②
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▲

B社は、令和3年3月31日に、 C社の残余財産が確定したことにより、 C社の有すl
る青色欠損金額の引継ぎを受けています。

⇒
 

100%」..J残嘉悶
I C社△i i %......................... 

＇．．．．．．．．．．．．．．．ー·...................-••・・.................................................................................―.........-...........................................―..........................l 

この度、当社は、令和 3年7月1日に、自己を合併法人、 100％子会社であるB社を被

合併法人とする適格合併を行う予定です。

この適格合併は、みなし共同事業要件を満たしていません。

この適格合併を行った場合、当社は、 B社の有する青色欠損金額を引き継ぐことがで

きますか。

なお、 B社がC社から引継ぎを受けた末処理欠損金額は、全てA社と B社との間に最

後に支配関係があることとなった日（令和3年3月1日）の属するB社の事業年度前の

各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものです。

10 : ]  ⇔ロ
........................ 
i B社▲l .........................., 
（被合併法人）

【回答】

B社の有する青色欠損金額（末処理欠損金額）を引き継ぐことはできません。



【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に

掲げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引

継ぎを受ける未処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、

その適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けること

なく未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合（法法57③、法令 112③)

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始の日の 5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の 5年前の日後に設立された法人である場合（次の①から③までに掲げる場

合を除く。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人

の設立の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関

係があるとき（法法57③、法令 112④一）。
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① その合併法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適

格合併（事前に行われた適格合併）で、その被合併法人（今回の合併に係る

被合併法人）を設立するもの又はその合併法人とその他の内国法人との間に

最後に支配関係があることとなった日以後に設立されたその被合併法人（今

回の合併に係る被合併法人）を合併法人とするものが行われていた場合（同

Hが合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日以前で

ある場合を除きます。）

② その合併法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった

H以後に設立されたその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）上竺皿

に完全支配関係がある当該他の内国法人（その合併法人との間に支配関係が

あるものに限ります。）でその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）巫

発行済株式等の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合

（同日が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日以

前である場合を除きます。）

③ その被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）との間に支配関係がある

他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適

格組織再編成等（注） （事前に行われた適格組織再編成等）で、その合併法人を

設立するもの又はその被合併法人（今回の合併に係る被合併法人）と当該他

の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立されたその

合併法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法

人とするものが行われていた場合（同日が合併法人の適格合併の日の属する

事業年度開始の日の 5年前の日以前である場合を除きます。）
（注） 適格合併若しくは非適格合併で法人税法第 61条の 13《完全支配関係がある法人の

間の取引の損益》第 1項の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格
現物分配をいいます（法法57④)。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額から、次のイ及び口の欠損金額を控除

した金額となります（法法57③、法令 112⑤)。

イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）郎の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度込毯の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令 112⑤)。
① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損

のある簿価 1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、既に繰越控除された金額等
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3 本問への当てはめ

ご質間の場合、 B社（被合併法人）はA社（合併法人）の適格合併の日（令和 3年

7月1日）の属する事業年度開始の日（令和 3年4月1日）の5年前の日（平成 28年

3月31日）後に設立された法人ですが、 A社とB社との間で行われる適格合併の日（令

和3年7月1日）以前に、 A社と C社との間に最後に支配関係があることとなった日

（令和3年2月1日）以後に設立されたB社との間に完全支配関係があり、かつ、 B

社が発行済株式の全部を保有している C社の残余財産が確定しています（上記2(1）［引

継制限を受けない場合］のハ②の下線部に該当します。）ので、引継制限の規定が適用

されない場合には該当しません。

また、 B社がC社から引継ぎを受けた未処理欠損金額は全てA社と B社との間に最

後に支配関係があることとなった日（令和 3年3月1日）の属するB社の事業年度前

の事業年度において生じたものであることから、 A社は、 B社が有する未処理欠損金

額の全てを引き継ぐことはできません。

［参考】

［引継制限を受けない場合］のハの②が、引継制限の規定が適用されない場合から除か

れている趣旨

ご質間の場合、仮に、 A社がB社を設立せずにC社の残余財産が確定した場合、 A社

とC社との間にはC社の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の 5年前

の日から継続して支配関係がなく、 A社の設立の日又はC社の設立の日のいずれか遅い

日からも継続して支配関係がありませんので、 A社は、 C社の有する未処理欠損金額を

引き継ぐことができません。

しかしながら、ご質問のように、 B社を設立し、 C社が有する末処理欠損金額をB社

に引き継いだ後、 A社を合併法人、 B社を被合併法人とすれば、 A社と B社との間には、

B社の設立の日から継続して支配関係があるため、仮に［引継制限を受けない場合］の

ハの②の規定がない場合には、その合併は［引継制限を受けない場合］のハの場合に該

当することになり、結果、 A社は、 B社を設立することにより、 C社の有していた未処

理欠損金額を引き継ぐことが可能となってしまいます。

このため、［引継制限を受けない場合］のハからは、このようなことが可能となる②を

除いているところです。

【関係法令通達】

法法 57①～③

法令112①、③～⑤

｛注記）

令和3年7月1/3現在の法令・通達に基づいて作成していま六
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32 適格合併が行われた場合において、被合併法人の設立の日から継続して支配関係があ
る場合の欠損金額の使用制限（適格組織再編成等により被合併法人が買収法人から含み

益のある特定資産を譲り受けている場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和3年3月1日に、含み益のある甲土地を有するC社

を買収（発行済株式の全部を取得）しました。

また、 C社は、同年4月2日に、 C社を分割法人とする適格分割（分割型分割である

単独新設分割）を行い、分割承継法人であるB社 (3月決算）に甲土地を移転していま

す。｀： H30 9 4 4 11:  

この度、当社は、令和3年7月1日に、自己を合併法人、 100％子会社であるB社を

被合併法人とする適格合併を行い、その後、甲土地をグループ外のD社に譲渡する予定

です。

当社は、欠損金額を有していますが、この適格合併により移転を受けた甲土地をグル

ープ外のD社に譲渡した場合、この欠損金額について繰越控除をすることはできます

か。

なお、この適格合併は、みなし共同事業要件を満たしておらず、また、当社が有する

欠損金額は全て当社と B社との間に最後に支配関係があることとなった日（令和3年4

月 2日）の属する当社の事業年度前の事業年度において生じたものです。

（合併法人）

A社A

可゚：
；． 

【回答】

100% 

欠損金額の繰越控除はできません。

【解説】

［ 

1 適格組織再編成等が行われた場合の欠損金額の使用制限

(1) 合併法人等が有する欠損金額に係る制限

譲渡

内国法人と支配関係法人（その内国法人との間に支配関係のある法人をいいます。）

との間で、その内国法人を合併法人等（合併法人、分割承継法人、被現物出資法人

又は被現物分配法人をいいます。）とする適格組織再編成等（適格合併若しくは非適

格合併で法人税法第 61条の 13《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》第1項



の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいいます。）

が行われた場合において、その適格組織再編成等が次に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人等は、自己の有する欠損金額の繰越控除について制限（以

下「使用制限」といいます。）を受けることになります（法法 57④)。言い換えれば、

その適格組織再編成等が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、使用制限

を受けることなく欠損金額の繰越控除ができます。

［使用制限を受けない場合］

イ その適格組織再編成等がみなし共同事業要件を満たす場合（法法 57④、法令

112R@)) 

ロ 合併法人等と支配関係法人との間に合併法人等の適格組織再編成等の日の属

する事業年度開始の日の5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57

④、法令 112④⑨)

ハ 合併法人等又は支配関係法人が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する

事業年度開始の日の 5年前の日後に設立された法人である場合（次の①から③

までに掲げる場合を除きます。）であってその合併法人等と支配関係法人との間
にその合併法人等の設立の日又はその支配関係法人の設立の日のいずれか遅い

日から継続して支配関係があるとき（法法57④、法令 112④⑨)。

① その支配関係法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とす

る適格合併（事前に行われた適格合併）で、その合併法人等（今回の合併に

係る合併法人等）を設立するもの又はその支配関係法人と当該他の内国法人

との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立されたその合併法

人等（今回の合併に係る合併法人等）を合併法人とするものが行われていた
場合（同日が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日

の5年前の日以前である場合を除きます。）
② その支配関係法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとな

った日以後に設立されたその合併法人等（今回の合併に係る合併法人等）と

の間に完全支配関係がある当該他の内国法人（その支配関係法人との間に支

配関係があるものに限ります。）でその合併法人等（今回の合併に係る合併法

人等）が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定
していた場合（同日が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度

開始の日の 5年前の日以前である場合を除きます。）

③ その合併法人等（合回の合併に係る合併法人笠）との開に支配閲怪がある
他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする他

の適格組態甦握盛笠（事前に行われた適掻組盤甦墨盛笠）で~その支配梱堡
法人を設立するもの又はその合併法人等（今回の合併に係る合併法人等）と
当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立され

たその支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被
現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が合併法人等の適格組織

再編成等の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日以前である場合を除き

ます。）

(2) 使用制限の対象となる欠損金額

その適格組織再編成等が上記（1)［使用制限を受けない場合］に掲げる場合のいず

れにも該当しない場合、合併法人等の次のイ及び口の欠損金額は、合併事業年度以

後の各事業年度においては、ないものとされます（法法57④、法令 112⑤⑪)。

イ その合併法人等の支配関係事業年度（その合併法人等と支配関係法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）煎の各事業
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r 

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額

ロ その合併法人等の支配関係事業年度込総の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額か・ら成る部分の金額（注）

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後の
各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令 112⑤、⑪)。

① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（合併法人が支配関
係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた特定資産（含み損のある簿価1,000
万円以上の固定資産等）の譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利益の額の合
計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、既に繰越控除された金額等

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社（被合併法人）は、 A社（合併法人）の適格合併の日（令和 3

年 7月1日）の属する事業年度開始の日（令和3年4月1日）の5年前の日（平成 28

年 3月31日）後に設立された法人です。

しかし、 A社と B社との間で行われる適格合併の日（令和 3年7月 1日）以前に、

A社との間に支配関係があるC社（他の法人）を分割法人とする適格分割で、 B社（支

配関係法人）を設立するものが行われています（上記1(1）［使用制限を受けない場合］）

のハ③の下線部に該当します。）ので、合併法人等の欠損金額の使用制限の規定が適用

されない場合には該当しません。

また、 A社が有する欠損金額は全てA社と B社との間に最後に支配関係があること

となった日（令和 3年4月2日）の属するA社の事業年度前の事業年度において生じ

たものであることから、 A社は、欠損金額の全てがないものとされ、繰越控除はでき

ません。

【参考】

［使用制限を受けない場合］のハの③が、使用制限の規定が適用されない場合から除か

れている趣旨

ご質問の場合で仮に、 A社がB社を設立せずにC社と適格合併を行った場合、 A社と

C社との間には、 A社のこの適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5年前の日から

継続して支配関係がなく、 A社の設立のH又はC社の設立の日のいずれか遅い日からも

継続して支配関係がありませんので、その合併がみなし共同事業要件を満たさなければ、

その合併は、［使用制限を受けない場合］に掲げるいずれにも該当しないため、 A社は、

自己の有する欠損金額の使用制限を受けることになります。

しかしながら、ご質間のように、新設分割により、 C社が有する含み益のある甲土地

をB社に引き継いだ後、 A社を合併法人、 B社を被合併法人とすれば、 A社と B社との

間には、 B社の設立の日から継続して支配関係があるため、仮に［使用制限を受けない

場合］のハの③の規定がない場合には、その合併は［使用制限を受けない場合］のハの

場合に該当することになり、結果、 A社は、 B社を設立することにより、甲土地に係る

譲渡益から自己の有する欠損金額を控除することが可能となってしまいます。

3 



このため、［使用制限を受けない場合］のハからは、このようなことが可能となる③を

除いているところです。

【関係法令通達】

法法57④、 61の13

法令112③～⑤、⑨～⑪

（注記）

令和3年 7ガ1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥沈
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33 適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の帰属年度

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和 3年 7月 1日に、自己を合併法人、 100％子会社で

ある B社 (5月決算）を被合併法人とする適格合併を行いました。

当社は、この適格合併により次のB社の未処理欠損金額の引継ぎを受けることになり

ますが、これらの未処理欠損金額は、当社のどの事業年度において生じた欠損金額とみ

なされますか。

(B社の未処理欠損金額の内訳）

平成25年5月期

平成26年5月期

平成 27年5月期

令和元年5月期

令和2年5月期

令和 3年 5月期

令和 3年6月期

【回答】

900,000円

700,000円

1,000,000円

3,000,000円

500,000円

1,500,000円

300,000円

次表に掲げるB社の各事業年度において生じた末処理欠損金額は、それぞれ次表に掲

げるA社の各事業年度において生じた未処理欠損金額とみなされます。

平成25年5月期

平成26年5月期

平成27年5月期

令和元年5月期

令和 2年 5月期

令和3年5月期

令和3年6月期

B社

（被合併法人）

A社
‘̀̀ニ

（合併法人）
H25/3 

【解説】

H26/3 

900,000円

700,000円

1,000,000円

3,000,000円

500,000円

1,500,000円

300,000円

H27/3 H30/3 

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

平成26年3月期

平成27年3月期

平成 31年 3月期

令和 2年3月期

令和 3年3月期

令和 3年 3月期

（単位：千円）

H31/3 R2/3 R3/3 R3. 7. 1 
合併事業年度 適格合併の日
の前事粟年度

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし



て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月 1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、前9年内事業年度（適
格合併の日前9年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じたものに限られます
（平成27年改正法附則27①)。

2 合併法人における被合併法人の未処理欠損金額の帰属事業年度

被合併法人の未処理欠損金額は、適格合併に係る合併法人の合併等事業年度前の各事

業年度において生じた欠損金額とみなされることになりますが、具体的には、被合併法

人のそれぞれの未処理欠損金額が生じた事業年度開始の日が、合併法人のいずれの事業

年度に対応するかに応じ、その対応する日の属する合併法人の事業年度において生じた

欠損金額とみなされます（法法 57②)。

なお、被合併法人の未処理欠損金額の生じた事業年度開始の日が合併法人の合併等事

業年度開始の日以後である場合には、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年

度の前事業年度において生じた欠損金額とみなされます（法法57②)。

未処理欠損金額の発生年度

⑩ 

被合併法人

合併法人

⑨
 

⑧
 

斤l..... l..... : .. 
↓ピ・ ↓ピ・ ↓｝ ．． 

⑩ | ⑨ I ⑧ 

③
 

②
 

①
 

← 
↓シ；・・・ ↓じ......• し・・:l合併

③
 

②
 

① I当期

......、..>は、未処理欠損金額の生じた事業年度開始の日の対応する合併法人の事業年度を示している。
•••••► は、未処理欠損金額の帰属する合併法人の事業年度を示している。
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3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）がB社（被合併法人）から引き継ぐ対象となる未

処理欠損金額は、次のとおりとなります。

► 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額

B社の前9年内事業年度（適格合併の日である令和3年7月 1日の前9年以内

に開始した各事業年度）、つまり、平成 24年7月 1日以後開始した事業年度であ

る平成 26年 5月期及び平成 27年 5月期の各事業年度の未処理欠損金額が引継対

象となります。

► 平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額

B社の前 10年内事業年度（適格合併の日である令和 3年'7月 1日の前 10年以

内に開始した各事業年度）、つまり、令和元年5月期以後の各事業年度の未処理欠

損金額が引継対象となります。

これらの未処理欠損金額は、それぞれその未処理欠損金額の生じたB社の前 10(9) 

年内事業年度開始の日の属するA社の各事業年度（例えば、 B社の平成26年5月期の

場合、その事業年度開始の日が平成25年6月1日となりますので、この日を含むA社

の事業年度は、平成26年3月期となります。）に帰属することになります。

なお、 B社の令和 3年6月期の未処理欠損金額は、 A社の合併事業年度開始の日（令

和3年4月1日）以後に開始した事業年度（令和 3年6月1日に開始した事業年度）

に生じたものですので、その合併事業年度の前事業年度（令和 3年3月期）に帰属す

ることになります。

【関係法令通達】

法法57①②

法令112①

｛注記）

令和3年7ガ 1月現在の法令・通達に基づいて作成してい安吹
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34 適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の帰属年度（合併法人に被合併法人の未処

理欠損金額の生じた事業年度開始の日に対応する事業年度がない場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和3年4月1日に、自己を合併法人、 100％子会社であ

るB社 (9月決算）を被合併法人とする適格合併を行いました。

当社は、この適格合併により次のB社の未処理欠損金額の引継ぎを受けることになり

ますが、当社の設立年月日は令和 2年 1月1Hですので、 B社の末処理欠損金額の生じ

た事業年度のうち令和元年9月期及び令和 2年 9月期のそれぞれの事業年度開始のH

に対応する事業年度が存在しません。このような場合、 B社の各事業年度で生じた末処

理欠損金額は当社のどの事業年度において生じた欠損金額とみなされますか。

(B社の未処理欠損金額の内訳）

令和元年9月期

令和2年 9月期

令和3年 3月期

2,000,000円

300,000円

500,000円

【回答】

次表に掲げるB社の各事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ次表に掲

げるA社の各事業年度において生じた未処理欠損金額とみなされます。

令和元年9月期

::::::: l :：：：芯］
※ （）内の事業年度は、みなされる事業年度です。

（令和元年9月期）

（令和元年 12月期）

令和 3年 3月期

B社の前10年内事業年度で未処理
欠損金額が生じた事業年度のうち
最も古い事業年度開始の日

H30.10.1 
Rl/9 R2/9 R3/3 

B社

（被合併法人）

A社

（合併法人） 丘□[[ 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

300 

（単位：千円）

適格合併の日
...,................!l.3.4.1 
500.... ::::, 

・-・・・・-・・・・・・・-・・・・・・ 

R3/3 

ー



【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

・ 内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の末処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 合併法人における被合併法人の未処理欠損金額の帰属事業年度

(1) 原則

被合併法人の未処理欠損金額は、適格合併に係る合併法人の合併等事業年度前の

各事業年度において生じた欠損金額とみなされることになりますが、具体的には、

被合併法人のそれぞれの未処理欠損金額が生じた事業年度開始の日が合併法人のい

ずれの事業年度に対応するかに応じ、その対応する日の属する合併法人の事業年度

において生じた欠損金額とみなされます（法法57②)。

なお、被合併法人の未処理欠損金額の生じた事業年度開始の日が合併法人の合併

等事業年度開始の日以後である場合には、その末処理欠損金額は、合併法人の合併

等事業年度の前事業年度において生じた欠損金額とみなされます（法法57②)。
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未処理欠損金額の発生年度

被合併法人
⑩
 

⑨
 

⑧
 

③
 

②
 

①
 

合併法人
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.. ・レ．．
 ．．

． 
ー
'
;
⑩
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・レ．．
 ．．
 .... 1

>

⑨
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|
>
⑧
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.. ．．
 

レ
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↓
③
 

．．
 

．．
 

.. 
ー
ー
，
い
だ
②

．．
 ... 

．．
 

ー・・・・・・
[

r

①

l合併

当期

—••>は、未処理欠損金額の生じた事業年度開始の日の対応する合併法人の事業年度を示している。
．．．．＞は、末処理欠損金額の帰属する合併法人の事業年度を示している。

(2) 特例（合併法人に合併の前の事業年度がない場合）

合併法人が被合併法人の未処理欠損金額を引き継ぐ場合に、合併法人にその未処

理欠損金額の生じた事業年度開始の日に対応する事業年度がないときには、その対

応する事業年度があるものとみなす特例が設けられています。

すなわち、合併法人の合併等事業年度開始の日前 10年以内に開始した各事業年度

のうち最も古い事業年度開始の日（以下「合併法人 10年前事業年度開始日」といい

ます。）が被合併法人の前 10年内事業年度（以下「被合併法人前 10年内事業年度」

といいます。）で未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

（以下「被合併法人 10年前事業年度開始日」といいます。）後である場合には、被

合併法人 10年前事業年度開始日から合併法人 10年前事業年度開始日の前日までの

期間をその期間に対応する被合併法人 10年前事業年度開始日に係る被合併法人の被

合併法人前 10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間（その前日の属する期間

にあっては、被合併法人のその前日の属する事業年度開始の日から合併法人 10年前

事業年度開始日の前日までの期間）は、合併法人の事業年度とみなすこととされて

います（法令 112②)。

末 処理欠損金額の発生年度

被合併法人

合併法人

⑩ ⑨
 

⑧
 

③
 

②
 

①
 

し—Y-

ヤ ％設立レ
： ＠ ：R | ⑧ 
~------·----

しーマ一—)
R、Rが合併法人の
事業年度とみなされる。

|••••臼は、未処理欠損金額の帰属する合併法人の事業年度を示している． 1 

← }.... じ...... ビ.. f l合併

③ l ② l ① l当期
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3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社の合併事業年度開始の日前 IO年以内に開始した各事業年度のう

ち最も古い事業年度（令和 2年 3月期）開始の日（令和 2年 1月 1日）が、 B社の前

10年内事業年度で未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

（平成 30年 10月 1日）後ですので、 B社の IO年前事業年度開始日（平成30年 10月

1H）からA社の 10年前事業年度開始日の前日（令和元年 12月 31日）までの期間を

その期間に対応するB社の前 IO年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間（平成 30

年 10月 1日～令和元年9月 30日、令和元年 10月 1日～令和元年 12月 31日町がそ

れぞれA社の事業年度とみなされます。

また、 B社の未処理欠損金額は、それぞれの未処理欠損金額の生じた事業年度開始

の日の属するA社の各事業年度（事業年度とみなされた期間を含みます。）に帰属する

ことになりますので、 B社において、令和元年9月期、令和2年 9月期、令和3年 3

月期に生じた未処理欠損金額は、それぞれA社における令和元年9月期、令和元年 12

月期、令和 3年 3月期に帰属することになります。

※ B社の令和2年9月期にあっては、 A社の設立の日の前日（令和元年12月31日）の属する期間で
あることから、 B社の令和2年9月期の開始の日である令和元年10月1日からA社の10年前事業年
度開始日の前日である令和元年12月31日までの期間が、 B社の令和2年9月期に対応するA社の事
業年度とみなされます。

【関係法令通達】

法法57①②

法令112①②

｛注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通連に基づいて作成していま式
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35 引継制限の対象となる欠損金額

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、平成 30年4月1日に、 B社 (3月決算）を買収 (B社の

発行済株式の全部を取得）し、令和 3年 7月1日に、自己を合併法人、 B社を被合併法

人とする適格合併を行いました。 B社は令和3年3月期末において次の各事業年度で生

じた欠損金額を有しています。この適格合併は、みなし共同事業要件を満たさないもの

ですので、当社は、これらの欠損金額について引継制限を受けることになりますが、具

体的にどのような制限を受けるのでしょうか。なお、 B社は、令和 2年 3月期に固定資

産として保有していた甲土地（平成3年4月取得、簿価45,000,000円）を 15,000,000

円で第三者に譲渡し、 30,000,000円の譲渡損失を計上しています。

(B社の欠損金額の内訳）

平成27年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成30年 3月期

平成31年3月期

令和 2年3月期

令和3年 3月期

900,000円

700,000円

1,000,000円

2,000,000円

3,000,000円

（内 30,000,000円）※2

40,000,000円

1,500,000円

適格合併の日の属する事業
年度開始の日の 5年前の日

H28. 3. 31 

A社

（合併法人）

B社

（被合併法人）

【回答】

※1 10年内事業年度の所得の金額の

計算上損金の額に算入されたもの
及び欠損金の繰戻しによる還付を
受けるべき金額の計算の基礎とな

ったものを除く。

※2 内30,000,000円は甲土地の譲渡

に係る損失額

適格合併の日の属する
事業年度開始の日

令和2年 3月期
甲土地に係る譲渡損失30,000,000円を計上

B社の平成 27年3月期、平成 28年3月期、平成 29年3月期及び平成 30年3月期の

各事業年度においてそれぞれ生じた欠損金額並びにB社の令和2年3月期に生じた欠損

金額 40,000,000円のうち甲土地の譲渡損失額に相当する 30,000,000円から成る部分の

金額について引継制限を受けます。

（単位：千円）

B社

（被合併法人）

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 R2/3 R3/3 

国oodGo,0めい己'i

A社
訊oo―、1.10悶oo:l<. 1, ;OO‘: 

（合併法人） H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 R2/3 R3/3 
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【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の

日の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなし

て合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法

法57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の末処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度（注） （適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、

法令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の未控除額のそれぞれが末処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る引継制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に

掲げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引

継ぎを受ける未処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、

その適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けること

なく未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合i

イ その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合（法法57③、法令 112③)

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度開

始のHの5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法 57③、法令 112④

ー）

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の

日の 5年前の日後に設立された法人である場合（法人税法施行令第 112条《適

格合併等による欠損金の引継ぎ等》第4項第2号イからハに掲げる場合※を除

く。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人の設立

の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があ

2
 



るとき（法法57③、法令 112④二）。
※ 法人税法施行令第 112条第4項第2号イからハにおいては、合併法人が、未処理欠損金
額を有する法人を買収し、その後、被合併法人を設立し、他の適格合併を行うこと等によ
り不当に未処理欠損金額を利用することが可能となる場合が掲げられています。

(2) 引継制限の対象となる欠損金額

その適格合併が上記（1)［引継制限を受けない場合］に掲げる場合のいずれにも該

当しない場合、合併法人が被合併法人の未処理欠損金額として引き継ぐことができ

る欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額から、次のイ及び口の欠損金額を控除

した金額となります（法法57③、法令 112⑤)。

イ その被合併法人の支配関係事業年度（その被合併法人とその合併法人との間に

最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。）煎の各事業

年度で前 10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（その被合

併法人において前 10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び欠損金の繰戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを

除きます。口においても同じです。）

ロ その被合併法人の支配関係事業年度込総の各事業年度で前 10年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する

金額から成る部分の金額⑮

（注） 特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額とは、支配関係事業年度以後
の各事業年度の欠損金額の生じた事業年度ごとに、次の①から②を控除した金額をいいます
（法令112⑤)。

① その事業年度に生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失相当額（特定資産（含み損
のある簿価1,000万円以上の固定資産等）で被合併法人が支配関係発生日の属する事業年
度開始の日前から有していたものの譲渡等による損失の額の合計額から譲渡等による利
益の額の合計額を控除した金額をいいます。）に達するまでの金額

② その事業年度に生じた欠損金額のうち、すでに繰越控除された金額等

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間で行われる合併は、

上記2(1）［引継制限を受けない場合］のいずれの場合にも該当しないため、 A社は、次

の欠損金額について引継制限を受けることになります。

① A社と B社との間に最後に支配関係があることとなった日（平成 30年4月1日）

の属する B社の事業年度前の各事業年度（平成 27年 3月期、平成 28年 3月期、平

成 29年 3期及び平成30年 3月期）においてそれぞれ生じた欠損金額

② B社の令和2年 3月期に生じた欠損金額のうち甲土地（特定資産）の譲渡損失額

に相当する 30,000,000円から成る部分の金額

【関係法令通達】

法法57①～③

法令 112①、③～⑤

（注紀）

令和3年 7ガ 1H滉在の法令・通達に基づいて作成してい妥式
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36 株式保有関係が変わっている湯合の未処理欠損金額の引継ぎ（適格合併によって被合

併法人の発行済株式が引き継がれている場合）

【質問】

当社 (A社、 3月決算、平成5年4月 1H設立）は、令和 3年 7月 1日に、自己を合

併法人、 100％子会社であるB社 (3月決算、平成28年 1月 1日設立）を被合併法人とす

る適格合併を行う予定です。

B社は未処理欠損金額を有していますが、この適格合併はみなし共同事業要件を満た

しておらず、また、当社と B社は、いずれもこの適格合併の日の属する事業年度開始の

日（令和3年4月1日）の 5年前の日（平成28年3月31H）より前に設立された法人で

すので、当社と B社との間にその 5年前の日から継続して支配関係がない場合には、こ

の未処理欠損金額について引継制限を受けることになります。

なお、当社は、令和2年4月1日に、資本関係のないC社を吸収合併（共同事業要件

を満たす適格合併に該当します。）しており、 C社の100％子会社であったB社の株式を

全て引き継いでいます。

この場合、当社と B社との間には、 C社がB社を設立した日（平成28年 1月 1日）か

ら継続して支配関係があるとして、当社はB社の有する未処理欠損金額について引継制

限を受けないことになりますか。

A社と B社との間で行われる適格合併の日
の属する事業年度開始の日の 5年前の日

A社と B社との間で行われる適格合併
の日の属する事業年度開始の日

H28.3.31 

A社 V
C社による 』

B社の設立 ＇ 
＇ H28 1 1, 仁....,

5年
人

~
 

C社

R3.4.1 

▼’ ・ー I

診絲餡伽i

1<2.4.1 
A社と C社との

適格合併

A社とB社との

適格合併

（合併法人） （被合併法人） （合併法人）

（被合併法人）

【回答】

A社は、 B社の有する未処理欠損金額について引継制限を受けます。



【解説】

1 被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎ

(1) 概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合（注）に、被合併法人に未処理欠

損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人の合併等事業年度（合併の日

の属する事業年度をいいます。）前の各事業年度において生じた欠損金額とみなして

合併等事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています（法法

57①②)。

（注） 法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項では、内国法人
との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式等の全部若しくは一
部を有するものの残余財産が確定した場合にも、当該他の内国法人の未処理欠損金額が引き継
がれることとされていますが、本問においては、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の
引継ぎについてのみ解説します。

(2) 被合併法人の未処理欠損金額

被合併法人の未処理欠損金額とは、被合併法人の前10年内事業年度甲（適格合併

の日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。）において生じた青色欠損金額

（その欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書が提出され、

かつ、その後において確定申告書が連続して提出されている場合に限ります。）のう

ち、その青色欠損金額の生じた事業年度後の事業年度において繰越控除された金額

及び欠損金の繰戻し還付の基礎となった金額を除いた金額をいいます（法法57②、法

令112①)。

この未処理欠損金額は、被合併法人における繰越青色欠損金額の合計額ではなく、

それぞれの事業年度ごとに生じた青色欠損金額の末控除額のそれぞれが未処理欠損

金額となります。

（注） 平成30年4月1日前に開始する事業年度において生ずる欠損金額は、適格合併の日前9年以
内に開始した各事業年度において生じたものに限られます（平成27年改正法附則27①)。

2 未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限

(1) 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限

支配関係がある法人間で行われた適格合併が次の［引継制限を受けない場合］に掲

げるイ、口又はハのいずれにも該当しない場合、合併法人は、被合併法人から引継ぎ

を受ける未処理欠損金額について制限を受けます（法法 57③)。言い換えれば、その

適格合併が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、制限を受けることなく

末処理欠損金額を引き継ぐことができます。

［引継制限を受けない場合］

イ その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合（法法 57③、法令 112③)

ロ 被合併法人と合併法人との間に合併法人の適格合併の日の属する事業年度

開始の日の5年前の日から継続して支配関係がある場合（法法57③、法令 112

④-) 

ハ 被合併法人又は合併法人が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始

の日の 5年前の日後に設立された法人である場合（法人税法施行令第 112条《適

格合併等による欠損金の引継ぎ等》第4項第2号イからハに掲げる場合殿を除

く。）であってその被合併法人とその合併法人との間にその被合併法人の設立

2
 



の日又はその合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係が

あるとき（法法57③、法令 112④二）。
※ 法人税法施行令第 112条第4項第2号イからハまでにおいては、合併法人が、未処理欠損
金額を有する法人を買収し、その後、被合併法人を設立し、他の適格合併を行う場合等が掲
げられています。

3 完全支配関係

完全支配関係とは、次のいずれかの関係をいいます（法法2十二の七の六、法令

4の 2②)。

(1) 当事者間の完全支配の関係

ーの者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で

定める関係をいいます。

(2) 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係

ーの者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。

4 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社（合併法人）と B社（被合併法人）との間に支配関係が生じた日

については、あくまで当事者であるA社と B社との間に支配関係がいつ生じたのかに

より判定することとなり、 A社と C社との間で行われた適格合併によってC社からA

社にB社株式が引き継がれたとしても、元々のB社と C社との間にあった支配関係が

引き継がれることはありません。

この点、 A社と B社との間に支配関係が生じた日は、 A社がB社の親会社であったC

社を吸収合併（適格合併）した令和2年4月1日であり、 A社と B社との間にはA社の

適格合併の日（令和 3年7月1日）の属する事業年度開始の日（令和3年4月 1日）の

5年前の日（平成28年3月31日）から継続して支配関係がないことから、 A社と B社

との間で行われる適格合併は、上記2［引継制限を受けない場合］の口に該当しません。

また、 A社と B社との間で行われる適格合併は、みなし共同事業要件を満たしておら

ず、 A社と B社はいずれもこの適格合併の日の属する事業年度開始の日（令和3年4月

1日）の 5年前の日（平成28年3月31日）より前に設立された法人ですので、［引継

制限を受けない場合］のイ及びハのいずれにも該当しません。

したがって、 A社は、 B社の有する未処理欠損金額について引継制限を受けます。

［関係法令通達】

法法2十二の七の六、 57①～③

法令4の2②、 112①③④

（注記）

令和3年7_,EJ1fJ現在の法令・通達に基づいて作成してい妥尤
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__~ 、、一、再編税御、l即皿係ー問一答
37 適格合併が行われた場合の建物の取得日の引継ぎ

【質問】

当社 (A社）は、令和 2年4月1日に自己を合併法人、 100％子会社であるB社を被

合併法人とする吸収合併（適格合併に該当します。）を行い、 B社が平成10年3月31日

以前に取得した甲建物の移転を受け、その後、甲建物を事業所として使用しています。

当社は、平成10年3月31日以前に取得した建物については旧定率法により減価償却し

ていますが、甲建物についても、 B社の建物の取得日を引き継いだものとして、旧定率

法で償却しても差し支えありませんか。

【回答】

B社の甲建物の取得日を引き継いだものとして、旧定率法で償却しても差し支えあり

ません。

【解説】

1 減価償却資産の償却方法の選定

減価償却の方法は、資産の区分のほか、取得した時期によっても、その選定できる

方法が異なっており（法令48、48の2)、建物について選定できる減価償却の方法は、

次のとおりとされています。

① 平成10年3月31日以前に取得されたもの：旧定額法又は旧定率法

② 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得されたもの：旧定額法

③ 平成19年4月1日以後に取得されたもの：定額法

このため、 B社の取得日を引き継ぐこととなるのであれば、甲建物の取得が平成10

年3月31H以前であることから、 9日定額法又は旧定率法のいずれかの償却方法とされ、

B社の取得日を引き継ぐこととならないのであれば、合併の日である令和2年4月1

日がA社にとっての甲建物の取得日となることから、定額法が償却方法とされます。

ところで、合併によりその有する資産及び負債の移転をしたときは、その移転をし

た資産及び負債はその合併の時の価額による譲渡をしたものとすることとされていま

す（法法62①)。一方、被合併法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負

債の移転をしたときは、その移転をした資産及び負債の適格合併に係る最後事業年度

終了の時の帳簿価額により合併法人に引継ぎをしたものとして所得金額を計算するこ

ととされており（法法62の2①)、また、この場合において、合併法人は移転を受けた

資産及び負債について、この帳簿価額による引継ぎを受けたものとすることとされて

います（法令123の3③)。

このように、適格合併による資産及び負債の移転は、税務上の帳簿価額による引継

ぎとされ、被合併法人における従前の課税関係を引き継ぐこととされています。

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、 B社からA社への甲建物の移転は、適格合併によるものですので、税



務上、従前の課税関係を引き継ぎますから、取得日についても引き継がれることになり

ます。したがって、平成10年3月3113以前に取得された甲建物の償却方法については、

113定額法又は旧定率法のいずれかの方法を選定することができます。

この点、 A社は、平成10年3月31日以前に取得した建物について既に旧定率法を選定

していますので、甲建物について旧定率法を選定する場合には、届出することなく、旧

定率法により償却することができます。

なお、 A社は、合併により甲建物の移転を受け、甲建物を事業所として使用していま

すので、新たに事業所を設けたと認められるため、 A社の合併の日の属する事業年度に

係る確定申告書の提出期限までに、甲建物の償却方法の選定の届出書を提出すれば、旧

定額法を選定することもできます（法令51②五）。

【関係法令通達】

法法62①、 62の2①

法令48、48の2、51②、 123の3③

（注記）

令和3年7月1且現在の法令・通達に基づいて作成してい茨六
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38 合併により移転を受けた減価償却資産の償却方法

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、自己を合併法人、 100％子会社であるB社を被合併法人

として、令和 2年4月 1日に行われた吸収合併により、 B社から工場及びその工場に属

する次の減価償却資産の移転を受け、この工場で操業を開始しました。これらの移転を

受けた減価償却資産と同じ区分の減価償却資産について、当社が従来から選定している

償却方法は次表のとおりですが、合併後において、当社は、 B社から移転を受けた減価

償却資産についてどのような償却方法を選定することができますか。

また、当社は、これらの減価償却資産の償却方法について選定に必要な届出をしなか

った場合、償却方法はどのようになりますか。

A建物 H 5. 4. l 

B建物 H15. 4. 1 

c建物附属設備 H29. 4. 1 

D器具備品 H30. 7. 1 

E機械装置
（リース資産（注））

H31. 4. 1 

旧定率法

旧定額法

定額法

定額法

リース期間定額法

旧定率法

旧定額法

定額法

定率法

リース期間定額法

（注） E機械装置は所有権移転外リース取引に係るリース資産です。

【回答】

A社がB社から合併により移転を受けた減価償却資産の選定可能な償却方法及び選定

の届出をしなかった場合の償却方法は、次表のとおりです。

B建物

c建物附属設備

D器具備品

E機械装置

【解説】

1 償却方法の選定

(1) 償却方法の選定単位

旧定額法（届出を要しません。）

定額法（届出を要しません。）

定額法又は定率法 I 定率法

リース期間定額法（届出を要しません。）

減価償却資産の償却方法については、その減価償却資産の区分ごとに選定しなけ

ればならないこととされ、 2以上の事業所を有する場合には事業所ごとの償却の方

法を選定することができることとされています（法令51①)。

(2) 償却方法の届出

減価償却資産の償却方法の届出については、①新設法人であれば設立の日、②設



立後既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得（適格合

併による被合併法人からの引継ぎを含みます。）した法人であればその取得の日、③

新たに事業所を設け、その事業所に属する減価償却資産につきその減価償却資産と

同一の区分に属する資産について既に選定している償却方法と異なる償却方法を選

定しようとする法人又は既に事業所ごとに異なる償却方法を選定している法人であ

れば新たに事業所を設けた日のそれぞれその日の属する事業年度に係る確定申告書

の提出期限までにその償却方法を届け出なければならないこととされています（法

令51②)。

(3) 合併が行われた場合の償却方法

吸収合併が行われると、被合併法人は消滅し、存続する合併法人が被合併法人の

有していた資産及び負債を取得することになりますので、合併法人が既に償却方法

を選定している減価償却資産と同じ区分の減価償却資産の移転を受けた場合、合併

法人は、移転を受けた減価償却資産について既に選定していた償却方法によること

となります。

また、被合併法人から合併により工場の移転を受け操業する場合、新たに事業所

を設けたことになりますので、その工場及びその工場に属する減価償却資産につき、

これらの減価償却資産と同一の区分に属する資産について既に選定している償却方

法と異なる償却方法を選定しようとする場合には、その工場の移転を受けた日（合

併の日）の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに届出をすれば、その

異なる償却方法での償却が認められます（法令51②五）。

2 選定できる償却方法及び法定償却方法

(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について選定できる償却方法

平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産について、その種類ごとに選定

できる償却方法は次のとおりです（法令48①、 53-)。

旧定率法

旧定額法

旧定額法
旧定率法

旧定額法
旧定率法

旧生産高比例法

旧定額法

旧定率法

旧生産高比例法

旧定額法
1日生産高比例法

旧生産高比例法

旧国外リース期間定額法

2
 



(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について選定できる償却方法

平成19年4月 1日以後に取得された減価償却資産について、その種類ごとに選定

できる償却方法は次のとおりです（法令48の2①、 53二）。

定額法

定率法

声
定率法

生産高比例法

定額法

生産高比例法

定額法

生産高比例法

定額法

定率法

生産高比例法

定額法

生産高比例法

リース期間定額法

（注） 上記表におけるリース資産とは、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとさ
れる減価償却資産をいいます（法令48の2⑤四）。

3 本問への当てはめ

ご質問の場合、 A社は、 B社から合併により工場の移転を受け、操業を開始してい

ますので、新たに事業所を設けたと認められます。このため、その工場及びその工場

に属する減価償却資産につき、それらの減価償却資産と同一の区分に属する資産につ

いて、既にA社が選定している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合に

は、その工場の移転を受けた日（合併の日：令和2年4月1日）の属する事業年度（令

和3年3月期）に係る確定申告書の提出期限までに届出をすれば、その異なる償却方

法での償却が認められます。

また、適格合併によって減価償却資産の移転を受けた場合、被合併法人のその減価

償却資産の取得日を引き継ぐことになりますので、償却方法の選定に当たってはその

取得日によって選定できる償却方法が異なります。

なお、 A社が既に選定している償却方法による場合には、届出は不要となります。

【関係法令通達】

法令48①、 48の2①⑤、 51①②、 53

（注記）

令和3年7ガ 1H現在の法令・通達に基づいて作成してい妥式
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39 新設分割が行われた場合で分割承継法人の設立 1期目の事業年度が1年に満たない場
合の減価償却資産の償却率

【質問】

当社 (A社、 3月決算）は、令和元年10月1日に新設分割（適格分社型分割）により

設立された法人（分割承継法人）です。当社の設立1期目の事業年度（令和元年10月1

日～令和 2年 3月31日）が 6か月しかなく、 1年に満たないため、減価償却費の計算に

当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている事業年度が 1年

に満たない場合の償却率によることになりますか。また、その 1年に満たない場合の償

却率によることとした場合、当社が保有する次の建物附属設備に対する具体的な償却率

はいくらになりますか。

なお、この建物附属設備は新設分割により分割法人から移転を受けたものではなく、

当社が新たに取得したものとなります。

【回答】

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている事業年度が 1年に満たない

場合の償却率によることになります。

また、ご質問の建物附属設備の償却率は0. 0 5 0となります。

【解説】

1 事業年度が1年に満たない場合の償却率

法人の事業年度が 1年に満たない場合、平成19年3月31日以前に取得をされた減価

償却資産の償却率については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐令」

といいます。）第4条《旧定額法及び旧定率法の償却率》第2項に定められている償却

率により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、耐令第5

条《定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率》第2項に定めら

れている償却率によることになり、具体的には次のように計算されます。

(1) 旧定額法により減価償却費を計算するとき

次の算式で求めた償却率によります。

耐令別表7における その事業年度 その事業年度に
X _ -"・・'*" + 12 = 旧定額法の償却率 の月数（注1) おける償却率（注2)

（注1) 1か月に満たない端数は、 1か月とします（耐令4③)。
（注2) 小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げます（耐通5-1-1(1))。

(2) 旧定率法により減価償却費を計算するとき

次の算式で求めた年数に応じた耐令別表第7における償却率によります。

その減価償却資産の

法定耐用年数
X 12 + 

その事業年度
の月数（注1)

その事業年度に
＝ おける耐用年数（注2)



（注1) 1か月に滴たない端数は、 1か月とします（耐令4③)。
（注2) 1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます（耐通5-1-1(2))。

(3) 定額法により減価償却費を計算するとき

次の算式で求めた償却率によります。

耐令別表8における その事業年度
定額法の償却率 X の月数（注1)

その事業年度に
+ 12 = おける償却率（注2)

（注1) 1か月に濶たない端数は、 1か月とします（耐令5⑤)。
（注2) 小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げます（耐通5-1-1(1))。

(4) 定率法により減価償却費を計算するとき

次の算式で求めた償却率によります。 • 

耐令別表9又は 10における

定率法の償却率又は
改定償却率（注1、2)

（注1) 償却保証額の計算は、雨令別表9又は 10の保証率により計算します（耐通5-1-1(1)注書）。
（注2) 償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、取得価額に乗ずること

となる償却率は、本文の算式による按分前の償却率によります（耐通5-1-1(1)注書）。
（注3) 1か月に満たない端数は、 1か月とします（耐令5⑤)。
（注4) 小数点以下3位未滴の端数があるときは、その端数は切り上げます（耐通5-1-1(1))。

X 
その事業年度
の月数（注3)

12 = 
その事業年度に
おける償却率（注4)

2 本問への当てはめ

組織再編成により生じたみなし事業年度や組織再編成により新設された法人の 1期

目の事業年度については上記 1の取扱いを適用しないとする規定はありませんので、

ご質問の場合、上記 1の取扱いにより減価償却費を計算することになります。また、

A社の保有する建物附属設備は、平成 28年 4月1日以後に取得され、定額法により減

価償却することから、上記 1(3)の算式により償却率を計算しますので、次のようにな

ります。

,------------------------------------------------------------, 
' '  
：別表第8に定める 当該事業 ： 
：定額法の償却率 年度の月数 償却率 ： 
'-- '  
: 0. 1 0 0 X 6 + 12 = 0. 0 5 0 : 

' '  ・------------------------------------------------------------・ 

【関係法令通達】

耐令4②③、 5②⑤、別表第 7、 8、 9、10

耐通 5-1-1

｛注記）

令和3年 7月 1fl現在の法令・通達に基づいて作成してい妥式
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40 合併によりみなし事業年度が生じることとなった被合併法人が確定申告書の提出期限

の延長の特例を受けている場合のそのみなし事業年度における確定申告書の提出期限の
延長の特例

【質問】

事業年度の中途で合併により解散する被合併法人は、その事業年度開始の日から合併

のHの前日までの期間を事業年度とみなすこととされていますが、この場合の被合併法

人の確定申告書の提出期限が法人税法第75条の 2《確定申告書の提出期限の延長の特

例》により延長されている場合には、このみなし事業年度に係る確定申告書の提出期限

についても延長されるのでしょうか。

【回答】

延長されます。

【解説】

1 みなし事業年度における確定申告書の提出期限の延長の特例

法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には、その事業年度開始の

日から合併の日の前日までの期間をその法人（被合併法人）の事業年度とみなすこと

とされています（法法14①二）。

このみなし事業年度の規定を受ける場合において、被合併法人が確定申告書の提出

期限の延長の特例を受けているときに、そのみなし事業年度の確定申告書の提出期限

についても延長されるのか疑義が生じるところです。

•この点、みなし事業年度については、法人税法上、事業年度として取り扱われるこ

とから；法人税法第75条の 2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定が適用さ

れることになります。そして、同規定では、申告書の提出期限の延長が認められる事

業年度から、残余財産の確定の日の属する事業年度については除くこととされていま

すが、合併により生じたみなし事業年度については除くこととはされていません。

2 本問への当てはめ

ご質問の場合、被合併法人は、既に確定申告書の提出期限が延長されていますので、

みなし事業年度に係る確定申告書についても提出期限が延長されます。

【関係法令通達】

法法14①二、 75の2①

（注記）

令和3年7月 1H現在の法令・通達に基づいて作成してい茨六



41 合併による資産及び負債の移転に係る消費税の取扱い

【質問】

合併による資産及び負債の移転は、消費税法上、資産の譲渡等として課税の対象とな

りますか。

【回答】

課税の対象となりません。

【解説】

会社法上、合併による資産及び負債の移転については、包括承継によるものとされて

います（会社法750①、 752①、 754①、 756①)。

消費税法上、課税の対象となるのは、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び

特定仕入れとされており（消法4①)、この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行

われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうこととされています（消法2①八）。

そして、この対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に類する行為

の一つとして「貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継」が規定されており、こ

の規定の「承継」からは、包括承継を除くこととされています（消令2①四括弧書）。

したがって、合併による資産及び負債の移転については、その合併が適格であったと

しても非適格であったとしても、包括承継によるものですので、消費税法上、課税の対

象となりません。

なお、資産及び負債の移転を伴う組織再編成について消費税の取扱いを整理すると次

のとおりとなります。

【関係法令通達】

消法2①八、 4①

消令2①

消基通5-2-8

法法2十二の五の二

不課税（消令2①四括弧書）

課税（消令2①二）

不課税（法法2十二の五の二、消基通5-2-8)

会社法750①、 752①、 754①、 756①

（注紀）

令和3年 7ガ 1B硯在~の法令・通達に基づいて作成してい茨式



42 合併によりみなし事業年度が生じた場合の消費税の課税期間

【質問】

事業年度の中途で合併を行った場合の被合併法人については、法人税法上、みなし事

業年度が生じ、その事業年度開始の日からその合併の日の前日までの期間が事業年度と

みなされますが、この場合の消費税の課税期間はどうなりますか。

【回答】

原則として、法人税法上の事業年度とみなされた期間が、消費税法上の課税期間とな

ります。

【解説】

消費税法上、「課税期間」とは、事業者の区分により定められており、法人の場合には、

事業年度を課税期間とすることとされています（消法19①二）。また、ここでいう事業年

度とは、法人税法第13条《事業年度の意義》及び第14条《みなし事業年度》に規定する

事業年度をいうこととされています（消法2①十三）。

法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には、その事業年度開始の日

から合併の日の前日までの期間をその法人（被合併法人）の事業年度とみなすこととさ

れています（法法14①二）。

したがって、法人税法上事業年度とみなされた期間が、消費税の課税期間となります。

なお、被合併法人が 3か月ごと又は1か月ごとの期間を課税期間としている場合には、

上記の法人税法上事業年度とみなされた期間を 3か月ごと又は 1か月ごとに区分した各

区分が課税期間とされ、合併の日の前日を含む最後の課税期間が 3か月未満又は 1か月

未満となります（消法19①四、四の二）。

【関係法令通達】

法法13、14①二

消法2①十三、 19①二、四、四の二

（注記）

令和3年7ガlE現在の法令・通達に基づいて作成してい茨尤
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